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業務実績の総合評価  
総合評価 Ａ 

 

１．評価に至った理由 

  法人の中期計画項目について、法人の自己評価を基に、評価基準に従い評価を行った。

各項目の評価結果は、大項目でＢ評価が１つ、中項目でＢ評価が３つ、小項目でＢ評価

が４つとＣ評価が１つとした。その上で行った総合評価の結果は、各項目を指数化して

評価する評価基準に従い、Ａ評価とした。 

  今後とも、役職員が一体となった取組を通じ、当法人の重要な役割である農林漁業者

の信用力補完が十全に発揮されることを期待するとともに、Ｂ評価となった項目につい

ては改善努力を期待する。さらに、Ｃ評価となった項目については、かかる評価を真摯

に受け止め、確実、適切な対応を大いに期待する。 

  また、本年度においてＳ評価、Ｄ評価と評価した項目はなかった。 

 

２．留意事項 

  全体としてみれば評価できるものと考えられる。今後においても適切な取組により、

第２期中期目標・計画が着実に達成されることを期待する。 

 

 (1) 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置について 

  ① 事業の効率化については、全勘定を合算した事業費総額でみれば、引受審査の厳

格化や部分保証の実施等による経費の削減に向けた取組が行われているものの、東

日本大震災に起因する保険金支払等が影響し３.１％増加となるが、東日本大震災に

よる影響を除けば、４５.８％減少していることから、Ａ評価とした。 

    ２３年度は、東日本大震災に適切に対応することにより政策目的を遂げたものの、

今後とも政策目的遂行を阻害することがないようにすることに留意しつつ、引き続

き、事業費削減の取組に期待する。 

  ② 低利預託原資貸付業務(農林漁)に係る政府出資金等については、閣議決定に基づ

き、２３年９月に国庫返納済みである。 

③ 業務運営体制の効率化については、農業･漁業災害補償関係部門を統合するなど十

分な取組が行われていると評価できるが、勘定間の人事異動については、人材育成

の観点から、一層の取組に期待する。 

    ④ 経費支出の抑制については、公益法人等に対する会費支出の見直し、サービサー

(債権回収業者)の活用や自律的な経費削減の取組の推進のほか、東日本大震災に対

応するための業務実施方法の見直しなど十分な取組が行われている。 

  ⑤ 人件費の抑制については、国の地域手当に相当する特別都市手当について国より

低く設定するなどにより、２３年度のラスパイレス指数(地域別･学歴別)は９６.２

となり十分な取組が行われている。 

    また、資料公表は、給与水準是正の水準、具体的な改善策などについて、十分国

民に理解を得る説明とする取組が行われている。 

  ⑥ 内部監査の充実については、内部監査計画の策定及びチェックリストを整備した

上で内部監査を実施しており、また、内部監査実施後のフォローアップや監査能力

向上のための取組が行われている。 

        なお、評価･分析に当たっては、年２回期中評価を実施しており、業務運営への反
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映に取り組んでいる。 

  ⑦ 内部統制機能の強化については、理事長のリーダーシップによりコンプライアン

スの推進に向けた取組が行われている。コンプライアンス委員会を開催(３回)する

とともに、コンプライアンス･プログラムに基づく、弁護士を講師とした全役職員研

修、長期職場離脱、情報セキュリティー自己点検の実施、チェック項目の見直し、

進捗状況点検のほか、コンプライアンス基本方針及び役職員行動規範のホームペー

ジでの公開に取り組んでいる。 

        一方、２４年度から本格実施した目標管理を導入した人事評価等については、公

正、効率的な業務運営に資するため、適切･確実な対応を強く期待する。 

⑧ 調達方式の適正化については、閣議決定に基づく随意契約見直計画を２２年度末

に達成したところであるが、引き続き、契約監視委員会の機能の発揮などを通じ、

調達方針の適正化に向けた取組を期待する。 

    なお、当該法人には関連法人はない。 

 

 (2) 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めにとるべき措置について 

    全勘定において、意見･要望等を把握するためのアンケート調査を実施するととも

に、ホームページの信頼度の向上に取り組んでいる。 

 

 (3) 財務内容の改善に関する事項について 

  ① 適切な保険料率･保証料率の設定等については、農業･漁業信用保険業務で２０年

度に料率を引き上げ済みであるが、料率算定委員会を開催し、料率水準の分析･検討

などの取組が引き続き実施された。 

  ② 引受審査の厳格化等については、農業･漁業信用保険業務で大口案件の事前協議の

徹底のほか、モラルハザード対策としての農業･漁業信用保険業務の部分保証の導

入、林業信用保証業務における部分保証の拡大などの取組が引き続き実施された。

    ③ 求償権の管理･回収の強化等については、法人全体では目標を達成しているもの

の、漁業信用保険業務においては、若干(９９.０％)の未達成であることから、現地

基金協会との個別協議の実施など、連携強化による回収実績の向上のための取組に

期待する。 

また、代位弁済率･事故率の低減については、農業信用保険業務及び林業信用保証

業務では、引受審査の厳格化やモラルハザード対策などの取組により目標を達成し

たが、漁業信用保険業務では、東日本大震災の津波被害等により事故率の低減は未

達成である。しかしながら、東日本大震災の津波被害等による保険金支払の増加な

どの影響によるものであることから、Ａ評価とした。 

  ④ 基金協会等への貸付金の回収については、的確な審査及び確実な処理とする取組

により全額回収している。 

  ⑤ 資産の有効活用の観点から他法人との宿舎共同利用の項目については、行政改革

実行推進本部決定を踏まえ、２４年内に宿舎廃止計画を策定することから、その実

行を期待する。 

  

 (4) 予算(人件費の見積を含む。)、収支計画及び資金計画について 

  ① 経費削減の取組については、上記(1)の①で示したように東日本大震災による津波

被害等の影響を除けば削減されている。 
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  ② 当期損益は、法人全体で２４億１８百万円の当期利益を計上し、将来の保険金支

払等に備える利益剰余金は９７億８２百万円となった。 

    当期利益･損失を勘定ごとにみると、 

ア 農業信用保険勘定は、支払保険金の減少などにより、２１億４５百万円の当期

利益を計上 

イ 林業信用保証勘定は、東日本大震災に起因する保証引受の増加及び代位弁済の

増加による引当金の増加により、１４億５３百万円の当期損失、２３億３百万円

の繰越欠損金を計上 

ウ 漁業信用保険勘定は、東日本大震災による津波被害等に起因する保険金支払が

増加する一方、当該支出に充てる事業交付金の交付のほか、保険料収入の増加な

どにより、１７億５７百万円の当期利益を計上 

エ 農業災害補償関係勘定は、財務収益の減少などにより、３１百万円の当期損失

を計上 

オ 漁業災害補償関係勘定は、貸付金利息収入の減少などにより、１９百万円の当

期損失、同額の前中期目標期間繰越積立金を取崩して充当 

した。 

   当期損失を計上した林業信用保証勘定における経費削減に期待するとともに、農

業･漁業災害補償関係勘定における、一層の経費削減を期待する。 

 

 (5) 長期借入金の条件について 

   取組は適切である。 

 

 (6) 短期借入金の使途について 

   取組は適切である。 

 

 (7) 剰余金の使途について 

   該当なし(目的積立金の積立がないため) 

 

 (8) 積立金の処分に関する事項について 

閣議決定に基づく国庫納付など取組は適切である。 

 

(9) その他主務省令で定める業務運営に関する事項について 

   取組は適切である。 

 

 (10) その他 

  ① 東日本大震災により被災した農林漁業者に資金を円滑に融通するため、理事長の

指示の下、相談窓口開設とその案内のホームページ掲載(２３年３月１４日)や震災

対策推進本部設置(２３年４月２６日、本部長は理事長)など、法人独自の取組が行

われた。 

    なお、東京電力福島第１原子力発電所事故による東京電力債の価格下落(売却損発

生)を契機として、より厳格なリスク抑制方策を導入するなどの取組が行われた。 

  ② 東日本大震災対応などのため、国は当該法人に対する財政措置を講じたところで

あるが、農林漁業経営の信用力を補完し、農林漁業経営に必要な資金の融通を円滑

にすることを目的とした信用保険業務等の役割が一層発揮されることを期待する。
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  ③ 国民の意見を評価に反映させるため、２４年７月に農林水産省ホームページに

２３年度事業報告書を掲載し、国民から意見募集を行ったが、当法人に対する意見

は寄せられなかった。 
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評 価 項 目 （ 大 項 目 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 Ａ

第３ 財務内容の改善に関する事項 Ａ

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 Ｂ

第５ 長期借入金の条件 Ａ

第６ 短期借入金の限度額 Ａ

第７ 剰余金の使途 －

第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 Ａ

評価単位ごとの評価シート（総括表）

評 価 項 目 （ 評 価 単 位 ） 評価

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 事業の効率化 Ａ
２ 業務運営体制の効率化 Ａ
３ 経費支出の抑制 Ａ
４ 人件費の抑制 Ａ
５ 内部監査の充実 Ａ
６ 内部統制機能の強化 Ｂ
７ 評価・分析の実施 Ａ
８ 情報システムの整備 Ａ
９ 調達方式の適正化 Ａ

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 事務処理の迅速化 Ａ
２ 情報の提供・開示 Ａ
３ 意見の収集 Ａ

第３ 財務内容の改善に関する事項

１ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定 Ａ
２ 引受審査の厳格化等 Ａ
３ モラルハザード対策 Ａ
４ 求償権の管理・回収の強化等 Ｂ
５ 代位弁済率・事故率の低減 Ａ
６ 基金協会及び共済団体等に対する貸付けの回収 Ａ
７ 資産の有効活用 Ａ

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 経費（業務経費及び一般管理費）節減に係る取組 Ｂ
２ 法人運営における資金の配分状況 －

第５ 長期借入金の条件

極力有利な条件での借入れ Ａ

第６ 短期借入金の限度額

短期借入金の限度額 Ａ

第７ 剰余金の使途

中期計画に定めた使途に充てた結果、当該年度に得られた成果 －

第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人員に関する指標 Ａ
２ 人材の確保及び養成 Ａ
３ 積立金の処分に関する事項 Ａ
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－１ ○１ 事業の効率化 Ａ
事業の効率化 【評価結果】

指標の総数：１０
評価Ｓの指標数： ０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：１０×２点＝２０点
評価Ｂの指標数： ０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数： ０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数： ０×－１点＝ ０点

合 計 ２０点
（２０/２０＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 事業費の削減度合 Ａ
(1) 事業費（保険金、代位弁済費、 〔平成20年度～23年度までの指標〕
回収奨励金、求償権管理回収助成 平成20年度＝5％×1/5
及び求償権回収事業委託費）につ 平成21年度＝5％×2/5
いては、その支出の要否を検討し、 平成22年度＝5％×3/5
効率化を期するため、中期目標の 平成23年度＝5％×4/5
期間中に、平成19年度比で５％以 Ａ：達成度合が90％以上であった
上削減する。この場合、経済情勢、 Ｂ：達成度合が50％以上90％未満であった
国際環境の変化、災害の発生、法 Ｃ：達成度合が50％未満であった
令の変更等外的要因により影響を 〔平成24年度の指標〕
受けることについて配慮する。 平成24年度＝5％×5/5

(2) 農業・漁業信用保険業務及び林 (平成24年度の指標は、削減数値が確実に達成されたか否かを判断するため、
業信用保証業務については、引受 達成度合は、Ａが100％以上、Ｂが70％以上100％未満、Ｃが70％未満とす
審査の厳格化等、モラルハザード る。)
対策の取組を着実に実施する。 ※ 事業費の削減度合の評価に当たっては、事業費の削減度合が、経済情勢、

国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受ける
【年度計画】 ことについて、できる限り定量的に把握した上で配慮するものとする。
(1) 事業費（保険金、代位弁済費、 【事業報告】
回収奨励金、求償権管理回収助成 □ 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償
及び求償権回収事業委託費）につ 権回収事業委託費）については、141億55百万円の支出であり、19年度予算
いては、以下の点など支出の要否 対比で3.1％の増加（削減目標４％）となった（19年度決算対比では13.4％
及び支出方法等について検討し、 の増加となった）。
効率化を期する。この場合、経済 ただし、保険金、代位弁済費のうち、東日本大震災を起因とするもの（下
情勢、国際環境の変化、災害の発 記（注））を除いた事業費総額は、19年度予算対比で45.8％の削減、19年度
生、法令の変更等外的要因により 決算対比では40.4％の削減となった。
影響を受けることについて配慮す
る。
・基金協会との事前協議の徹底、
部分保証の実施による保険金支
払いの低減

・引受審査の厳格化等による代位
弁済の抑制

・サービサーの選定等に当たって
の求償権回収に係る費用対効果
への配慮による求償権回収事業
委託費の抑制

(2) 農業・漁業信用保険業務及び林
業信用保証業務については、引受
審査の厳格化等、モラルハザード
対策の取組を着実に実施する。

□ なお、漁業信用保険業務における保険金支払額は、東日本大震災を起因と
する代位弁済が23年度第３・４四半期に集中し、19年度予算対比で166.6％
増加した（東日本大震災を起因とするものを除くと64.7％の減少となった）。

◇(2) 事業費の削減に向けての取組（農業信用保険業務） Ａ

Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった

事業費(保険金、代位弁済費）のうち、東日本大震災を起因とするもの（注）

19年度 23年度

予算 支払額 うち うち 震災分含む 震災分除く

（Ａ） （Ｂ） 東日本大震災分 通常分（Ｃ） （Ｂ－Ａ）÷Ａ （Ｃ－Ａ）÷Ａ

うち保険金(農業) 9,328 5,176 75 5,101 △ 44.5% △ 45.3%

(漁業) 2,663 7,100 6,160 940 166.6% △ 64.7%

代位弁済費(林業) 1,540 1,822 482 1,340 18.3% △ 13.0%

（注）東日本大震災による被災農林漁業者に対し、予算措置された復旧・復興対策事業対象の保険金・代位弁済費等をいう。

（単位：百万円）

区 分

増減率

（単位：百万円）

19年度 23年度 増減率 19年度 増減率

予算(Ａ) 決算(Ｂ) (B-A)/A 決算(Ｃ) (B-C)/C

事業費総額 13,727 14,155 7,439 3.1% △ 45.8% 12,483 13.4% △ 40.4%

うち保険金(農業) 9,328 5,176 5,101 △ 44.5% △ 45.3% 8,066 △ 35.8% △ 36.8%

(漁業) 2,663 7,100 940 166.6% △ 64.7% 2,472 187.2% △ 62.0%

代位弁済費(林業) 1,540 1,822 1,340 18.3% △ 13.0% 1,864 △ 2.3% △ 28.1%

求償権管理回収助成(農業) 28 28 28 0.0% 0.0% 28 0.0% 0.0%

求償権回収事業委託費(林業) 140 12 12 △ 91.3% △ 91.3% 24 △ 48.2% △ 48.2%

回収奨励金(漁業) 28 18 18 △ 37.6% △ 37.6% 30 △ 40.3% △ 40.3%

区     分
うち東日本大
震災分除く

うち東日本大
震災分除く

うち東日本大
震災分除く

（参考）
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【事業報告】
□ 引受審査の厳格化
・ 大口保険引受案件（注１）（333件（条件変更含む））についてすべて事前
協議を実施した（22年度534件）。

・ 大口保険引受案件等に係る事前協議時においては、必要に応じ、基金協会
と対面での協議を実施した（11協会）（22年度７協会）。

・ 個別案件については、事業費の削減に向けて被保証者の財務内容、資金の
償還可能性等を総合的に勘案した協議を実施しており、大口保険引受案件事
前協議333件（条件変更含む）のうち、取り下げ等19件となった（22年度30件）。

□ 部分保証の実施
・ 大口保険引受案件事前協議333件については財務状況や事業計画等を中心
に確認した。部分保証の対象となる大家畜特別支援資金７件、家畜飼料特別
支援資金１件については部分保証割合の設定についても確認した（22年度は、
農業経営負担軽減支援資金５件、畜産経営維持緊急支援資金115件、家畜飼
料特別支援資金32件。件数の減少は畜産経営維持緊急支援資金、家畜飼料特
別支援資金が22年度（震災３県は６月末まで）で終了したため）。

□ 大口保険金請求対象案件（注３）の事前協議
・ 大口保険金請求対象案件（24件）について、基金協会からの資料提出又は
対面により事前協議を実施した。

・ このうち、基金協会との対面での協議は、９件であった（22年度６件）。

□ 求償権管理回収助成
・ 基金協会の求償権が597億円（22年度末）となり、その回収が喫緊の課題
となっている中で、23年度においても前年と同額の助成を実施したが、回収
等の実績に応じ、都道府県間の配分は調整した。

・ 近年、求償権回収のために法的措置等に要した債権管理費が増加傾向にあ
る中、本助成金を基金協会における求償権の行使及び保全に係る費用として
効果的に活用するとともに、基金協会の求償権の管理回収におけるインセン
ティブを高めることにより、近年、信用基金の回収金収入は目標額を上回る
水準で推移している。

（注１）大口保険引受案件とは、次に該当するものをいう。
既に大口保険被保証者（注２）である者に対する農業近代化資金等の元

本につき保険価額が1,000万円以上の保険関係が成立する保証及び農業近
代化資金等の元本につき保険価額が1,000万円以上の保険が成立する保証
であって、当該保証をすることにより、その被保証者が大口保険被保証者
に該当するもの。

（注２）大口保険被保証者とは、次に該当するものをいう。
農業近代化資金等の元本額（極度貸付の場合は、極度額）の合計額が１億

円以上である者又は保険関係が成立している保証に係る畜産特別資金、農
家負担軽減支援特別資金、農業経営負担軽減支援資金、家畜飼料特別支援
資金及び畜産経営維持緊急支援資金の合計額が5,000万円以上である者。

（注３）大口保険金請求案件とは、次に該当するものをいう。
保険金額が3,000万円以上の代位弁済及び一の被保証者について同時又

は関連する一定の期間内に行う複数の代位弁済であって、これらの代位弁
済の保険金額の合計額が3,000万円以上となるもの。

◇(3) 事業費の削減に向けての取組（林業信用保証業務） Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 引受審査の厳格化
保証引受審査に当たっては、経済状況の変化を勘案する必要から、定量要

因については、当該申請企業の財務諸表（新規の者は直近３年分、継続利用
の者は直近５年分、更に必要に応じて試算表徴求）を、定性要因については、
経営者の経験年数・事業沿革・取引先情報、融資機関所見等を融資機関より
徴求するとともに、当信用基金の保有する資産査定データ等も活用して財務
状況を的確に把握している。
これにより、新規・増額案件、財務内容不良案件等について、総括調整役

（林業担当）等を構成員とする審査協議会で、業況や財務状況の今後の見通
し、担保等による保全の可否等を踏まえた厳格な保証審査を行った。（全体
の審査件数1,944件、うち審査協議件数429件。この結果、保証審査による
減額等89件（25.8％、24年3月末時点））。

□ 適切な期中管理

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績

回収金収入 2,949 3,124 2,982 3,222 3,029 3,118 3,062 3,119

（単位：百万円）

区 分
20年度 21年度 22年度 23年度
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このほか、新規保証予定企業の現地調査や既保証先の適切な期中管理等を
目的とした現地での経営診断・指導（現地調査等64件（24年３月末時点（22年
度は年間57件））、経営悪化がみられる保証先について融資機関等との協議に
よる経営健全化への支援等の審査の厳格化に関連する取組を行った。

◇(4) 事業費の削減に向けての取組（漁業信用保険業務） Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 引受審査の厳格化
・ 大口保険引受案件（注１）（51件）についてすべて事前協議を実施した（22年
度52件）。

・ 大口保険引受案件について基金協会との間で、被保証人の財務内容、資金
の償還可能性等を総合的に検討した事前協議を行い、事業費の削減に向けて
の取組みを実施した。

□ 部分保証の実施
部分保証の対象となる経営安定資金２件について、基金協会から案件毎の

保証割合の実行通知を受け、部分保証の実施について確認した（22年度27件）。

□ 大口保険金請求案件（注２）の事前協議
・ 大口保険金請求対象案件(215件)について基金協会からの提出資料等によ
りすべて事前協議を実施した(22年度70件)。

・ 事前協議内容については、記載事項の検証や代位弁済の妥当性や回収見込
について審査を行っている。

□ 回収奨励金
・ 23年度の交付額は、回収金額の落ち込みから、17,645千円となり、前年度
より5,839千円削減した。

（注１）大口保険引受案件とは、次に該当するものをいう。
ア 保証の額が次の額を超えるもの

① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ２億円
② その他漁業 １億円
③ 水産業協同組合 ３億円

ただし、借替緊急融資資金については、上記基準額の２分の１
イ 保証を行った後の被保証者に係る保証残高が、次の額を超えるもの

① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ６億円
② その他漁業 ３億円
③ 水産業協同組合 ６億円

（注２）大口保険金請求案件とは、次に該当するものをいう。
ア 代位弁済額が５千万円以上
イ 基金協会が事務処理の困難性が高いと判断したもの

【中期計画】 ◇(5) 共済団体等への貸付における信用基金の役割の周知 Ａ
(3) 共済団体等に対する貸付業務に Ａ：取り組みは十分であった
ついては、民間金融機関による融 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
資を促すために、セーフティーネ Ｃ：取り組みは不十分であった
ットとしての法人の役割について 【事業報告】
周知を行う。 （農業災害補償関係業務）

□セーフティーネットとしての信用基金の役割について、農業災害補償運営協
議会及び（社）全国農業共済協会が主催する全国会長会議及び全国参事会議

【年度計画】 の場において周知を図ったほか、ＮＯＳＡＩイントラネットに掲示し更なる
(3) 共済団体等に対する貸付業務に 周知を図った。
ついては、民間金融機関による融
資を促すために、セーフティーネ （漁業災害補償関係業務）
ットとしての法人の役割について □ 23年８月に漁業共済組合に対して22年度の共済金支払資金に係る借入実績
周知を行う。 のアンケートを実施するとともに、「漁業災害補償制度における独立行政法

人農林漁業信用基金（漁業災害補償関係業務）の役割について」を配布し、
民間金融機関による融資を促すため、セーフティーネットとしての信用基金
の役割について周知を図った。また、23年９月にアンケートの集計結果及び
「独立行政法人農林漁業信用基金（漁業災害補償関係業務）の短期貸付金に
ついて」を漁業共済組合へ配布し、更なる周知を図った。

□ 23年10月に全国漁業共済組合連合会が主催する「総務・経理研修会」の場
において、漁業共済団体に対してセーフティーネットとしての法人の役割に
ついて周知を図った。

【中期計画】 ◇(6) 低利預託原資貸付業務の見直しの着実な実施（農業信用保険業務） Ａ
(4) 農業の低利預託原資貸付業務に Ａ：実施した
ついては、「独立行政法人の事務 Ｂ：一部実施できなかった
・事業の見直しの基本方針」（平 Ｃ：実施できなかった
成22年12月7日閣議決定。以下「独 【事業報告】
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法見直し基本方針」という。）に □ 22年12月７日に閣議決定された、「独立行政法人の事務・事業の見直しの
基づき、業務を廃止し、当該業務 基本方針」に従い、低利預託原資貸付業務を廃止し、当該業務に係る政府出
に係る政府出資金全額（12,500百 資金(125億円)については、23年９月13日に全額国庫納付を行ったところで
万円）を平成23年度中に国庫納付 ある。
する。

(5) 林業の低利預託原資貸付業務に ◇(7) 低利預託原資貸付業務の見直しの着実な実施（林業信用保証業務） Ａ
ついては、独法見直し基本方針に Ａ：実施した
基づき、ニーズに応じた規模に縮 Ｂ：一部実施できなかった
減し、林業者がより使いやすい運 Ｃ：実施できなかった
転資金制度に再設計するととも 【事業報告】
に、当該業務に係る政府出資金17, □ 22年12月７日の「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」の閣議
056百万円のうち、当該運転資金 決定を受け、ニーズに応じた規模に縮減し、より使いやすい運転資金制度（協
制度において活用する見込みのな 調倍率の見直し等）に再設計を行った（23年４月）。
い7,256百万円を平成23年度中に また、当該業務に係る政府出資金170億56百万円のうち、新しい運転資金
国庫納付する。 制度で活用する見込みのない政府出資金（72億56百万円）を23年９月13日に

(6) 漁業の低利預託原資貸付業務に 国庫納付を行ったところである。
ついては、独法見直し基本方針に なお、借受者サイドの新制度への切り替えは徐々に進んでいくものと思わ
基づき、業務を廃止し、当該業務 れるが、これらが円滑に実施されるよう努めるとともに、23年度における都
に係る政府出資金全額（6,000百 道府県からの借入れの申込に対しては、着実に貸付けを実施した。
万円）を平成23年度中に国庫納付
する。 ◇(8) 低利預託原資貸付業務の見直しの着実な実施（漁業信用保険業務） Ａ

(7) 農業災害補償関係業務について Ａ：実施した
は、独法見直し基本方針に基づき、 Ｂ：一部実施できなかった
中期の融資に対応するために必要 Ｃ：実施できなかった
な資金規模まで縮減するととも 【事業報告】
に、業務の見直しに伴い政府出資 □ 22年12月７日に閣議決定された、「独立行政法人の事務・事業の見直しの
金3,800百万円のうち2,000百万円 基本方針」に従い、低利預託原資貸付業務を廃止し、当該業務に係る政府出
及び利益剰余金1,976百万円を平 資金(60億円)については、23年９月13日に全額国庫納付を行ったところであ
成23年度中に国庫納付する。 る。

【年度計画】
(4) 農業の低利預託原資貸付業務に
ついては、「独立行政法人の事務
・事業の見直しの基本方針」（平
成22年12月7日閣議決定。以下「独
法見直し基本方針」という。）に
基づき、業務を廃止し、当該業務
に係る政府出資金全額（12,500百
万円）を平成23年度中に国庫納付
する。

(5) 林業の低利預託原資貸付業務に
ついては、独法見直し基本方針に
基づき、ニーズに応じた規模に縮
減し、林業者がより使いやすい運
転資金制度に再設計するととも
に、当該業務に係る政府出資金17,
056百万円のうち、当該運転資金
制度において活用する見込みのな
い7,256百万円を平成23年度中に
国庫納付する。

(6) 漁業の低利預託原資貸付業務に
ついては、独法見直し基本方針に
基づき、業務を廃止し、当該業務
に係る政府出資金全額（6,000百
万円）を平成23年度中に国庫納付
する。

(7) 農業災害補償関係業務について
は、独法見直し基本方針に基づき、
中期の融資に対応するために必要
な資金規模まで縮減するととも
に、業務の見直しに伴い政府出資
金3,800百万円のうち2,000百万円
及び利益剰余金1,976百万円を平
成23年度中に国庫納付する。

【中期計画】 ◇(9) 林業寄託業務の見直しの着実な実施 Ａ
(8) 林業寄託業務については、貸付 Ａ：実施した
枠の縮減及び民間からの長期借入 Ｂ：一部実施できなかった
方式から政府の出資方式への段階 Ｃ：実施できなかった
的な移行について、着実に実施す 【事業報告】
る。 □ 寄託原資の調達は、20年度から民間からの長期借入金方式から政府の出資

方式へ段階的に移行（20年度５億円、21年度11億円、22年度16億円）してき
【年度計画】 ており、22年度においては長期借入金は既存借入分の借換分のみに限定し、
(8) 林業寄託業務については、貸付 全額政府出資方式へ移行したところである。
枠を引き続き17億円とするととも
に、寄託原資について、14億円を □ 23年度においても引き続き、17億円の貸付枠のうち寄託原資14億円を全額
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政府出資により調達し、長期借入 政府出資金で調達し、同額を日本政策金融公庫に寄託しており、また、民間
金を抑制する。 からの長期借入金（既存借入金の借換分）として、40億47百万円を措置した。

【中期計画】 ◇(10) 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における「民でできることは Ａ
(9) 農業信用保険業務及び漁業信用 民で」の検討
保険業務の対象資金については、 Ａ：取り組みは十分であった
「民でできることは民で」という Ｂ：取り組みはやや不十分であった
考え方を踏まえつつ、検討会を設 Ｃ：取り組みは不十分であった
置し、検討を行う。 【事業報告】

（農業信用保険業務）
【年度計画】 □ 「農業信用保険業務あり方検討会」を21年３月に設置し、保険対象資金の

役割、保険収支の状況等を踏まえつつ、対象資金のあり方について、これま
(9) 農業信用保険業務及び漁業信用 でに９回、検討を行ってきているところである。
保険業務の対象資金については、 これまでの検討において、
「民でできることは民で」という ① 農業資金については、自然条件に左右されやすいこと、生産サイクルが
考え方を踏まえつつ、検討会にお 長く収益性が低く不安定であること、担保が農地などに限られていること
いて、その役割、保険収支等の状 等の特性からリスクが高く、民間による保証が困難であること
況を踏まえ検討を行う。 ② 農家経済安定資金については、農業経営と一体的に営まれている農外事

業や生活環境の改善に必要な資金について民間による保証が困難である実
態にあること

等を踏まえ、引き続き検討を行うこととしている。

（漁業信用保険業務）
□ 「漁業信用保険業務あり方検討会」を21年３月に設置し、保険対象資金の
役割、保険収支の状況等を踏まえつつ、対象資金のあり方について、これま
でに４回、検討を行ってきているところである。
これまでの検討結果において、漁業資金については、リスクが高く民間に

よる保証は困難である状況は変わっていないこと等から、引き続き漁業経営
の状況等を踏まえ検討を行うこととしている。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－２ ○２ 業務運営体制の効率化 Ａ
業務運営体制の効率化 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：４×２点＝ ８点
評価Ｂの指標数：１×１点＝ １点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ９点
（９/１０＝９０％）

【中期計画】 ◇(1) 組織体制・人員配置の見直し Ｂ
(1) 業務の質や量に対応した組織体 Ａ：取り組みは十分であった
制・人員配置の見直しを行い、業 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
務運営の効率化を行う。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
【年度計画】 □ 新規採用者について、採用から２～３年後に他部門へ異動する人事ローテ
(1) 業務の質や量に対応した組織体 ーションのルールを策定（21年度新規採用者から適用。23年10月･24年４月
制・人員配置の見直しを行い、業 において、21年度採用者４人全員が他部門に異動。）。今後とも部門間交流等
務運営の効率化を行う。 を通じ人材育成を図るとともに適材適所の配置に努める。

□ 幅広い業務に対応できる人材育成を図るための人事交流を行うとともに、
職員の効率的な配置を踏まえ、必要に応じて非常勤職員を活用し雇用するこ
ととしている。

□ 日常の業務及び研修等による、資格取得や能力向上、適性の見極めを通じ、
総合職(企画立案等のポスト)や専門家育成に配慮することとしている。

□ また、これまでの部門間交流等を通じて育成された人材が、組織の活性化、
一体感の醸成等に寄与している。

◇(2) 組織体制・人員配置の見直しによる人員の削減 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 中期計画期末の常勤職員の見込み(113名)を踏まえ、退職による欠員の範
囲内で新規採用を行っている（23年度新規採用者なし）。

【中期計画】 ◇(3) 研修計画の策定 Ａ
(2) 職員の能力の向上を図るため、 Ａ：策定した
各種研修を効果的に実施する。 Ｃ：策定しなかった

【事業報告】
【年度計画】 □ 中期計画に基づき、以下の種別の計画を策定し、研修を効果的に実施。
(2) 職員の能力の向上を図るため、 養成研修 能力開発研修 法令遵守意識
研修計画に基づき各種研修を効果 啓発研修
的に実施する。 職員として習得 業務に必要な専門知識 コンプライアンス、
ア．養成研修 内容 すべき知識 情報セキュリティ
・新規採用研修
・一般職員研修 会計等全般的な 専門的業務に応用
・現地研修 基礎を習得
・課長級研修 対象 集合研修 所属部署からの推薦者 全職員必須

イ．能力開発研修 が、外部機関研修を受講
・支援研修
・実践研修
・専門研修 ◇(4) 研修の効果的実施 Ａ

ウ．法令遵守意識啓発研修 Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 23年度において、以下のとおり研修を実施した。
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□ 研修の実効性の確保、今後の研修の充実に反映させる観点から研修受講者
から受講報告を提出させ、研修内容の理解度や効率的な業務運営に資する内
容かどうか検証し、研修の効果が職員の能力の向上や業務運営の効率化等に
資するよう検証を行っている。
この結果、業務能力やコンプライアンスに係る理解の向上が図られている。

また、実施に当たっては、内部講師等を活用し、費用の節減も考慮している。

□ 研修により職員の能力向上を図り、勤務実績等を踏まえ、適材適所の人事
配置に努めている。

【中期計画】 ◇(5) 23年度中の災害補償関係部門の統合 Ａ
(3) 平成23年度中に農業災害補償関 Ａ：実施した
係業務及び漁業災害補償関係業務 Ｃ：実施しなかった
に係る両部署を統合する。 【事業報告】
また、両部署の統合に当たって □ 23年10月１日付けで農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係

は、経費の縮減及び業務運営の効 る両部署を統合して２室１部３課体制から１部２課制を実現した。
率化を図る観点から、統合効果を
最大限発揮させるものとする。
となっている。

【年度計画】
(3) 平成23年度中に農業災害補償関
係業務及び漁業災害補償関係業務
に係る両部署を統合する。

年度 種別 内容等 対象者 受講者数

採用者研修※（1日間） 採用・出向者 5名

財務会計※（半日） 課長補佐以下 18名

業務・情報システム（半日×2回） 課長補佐以下 延べ45名

経営分析手法※（半日） 課長以下 25名

損害保険会計基礎（半日） 3名

政府関係法人会計（半日） 2名

内部監査（半日） 1名

システム監査基礎（半日） 1名

全役職員 90名

※内部講師により実施したもの

各部推薦者

23

養成

能力開発

法令遵守意識啓発研修（半日）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－３ ○３ 経費支出の抑制 Ａ
経費支出の抑制 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １０点
（１０/１０＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 一般管理費の削減度合 Ａ
(1) すべての支出について、当該支 〔平成20年度～23年度までの指標〕
出の要否を検討するとともに、以 平成20年度＝15％×1/5
下の措置を講じること等により、 平成21年度＝15％×2/5
一般管理費（人件費、公租公課及 平成22年度＝15％×3/5
び特殊要因により増減する経費を 平成23年度＝15％×4/5
除く。）について、中期目標の期 Ａ：達成度合が90％以上であった
間中に、平成19年度比で15％以上 Ｂ：達成度合が50％以上90％未満であった
の節減を行う。 Ｃ：達成度合が50％未満であった

〔平成24年度の指標〕
【年度計画】 平成24年度＝15％×5/5
(1) すべての支出について、当該支 (平成24年度の指標は、削減数値が確実に達成されたか否かを判断するため、
出の要否を検討するとともに、以 達成度合は、Ａが100％以上、Ｂが70％以上100％未満、Ｃが70％未満とす
下の措置を講じること等により、 る。)
一般管理費（人件費、公租公課及 【事業報告】
び特殊要因により増減する経費を □ 一般管理費（人件費及び公租公課により増減する経費を除く。）については、
除く。）の節減を行う。 ５億21百万円の支出であり、19年度予算対比で25.8％の削減（削減目標12.5％）

となった（19年度決算対比では3.4％の増加となった）。

□ なお、震災対応関連経費（システム修正費等）を除いた一般管理費は４億
１百万円の支出であり、19年度予算対比で42.9％の削減となった（19年度決
算対比では20.4％削減となった）。

□ 公益法人等に対する会費の支出については、「独立行政法人が支出する会
費の見直しについて」（平成24年3月23日行政改革実行本部決定）で示された
観点を踏まえ、支出の必要性を精査し、24年度に支出の見直しを行う。

なお、契約による支出については、後記「９ 調達方式の適正化」にある
とおり、評価を受けている。

【年度計画】 ◇(2) 予算の適正な執行管理 Ａ
① 部署別の予算配分、予算執行 Ａ：取り組みは十分であった
の期中管理など予算の適正な執 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
行管理を徹底する。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
□ 予算の効率的かつ適正な執行を図るため、部門ごとに業務計画、過去の
支出実績等を勘案して実行予算を策定し、部署別の予算配分を行った。
また、毎月の支出実績をとりまとめ、期中においても支出実績を勘案しつ

つ、実行予算の見直しを行うなど、適正な期中管理を行った。

【年度計画】 ◇(3) 減損会計の情報に基づく適正な資産の評価 Ａ
② 減損会計の情報に基づき、適 Ａ：取り組みは十分であった
正な資産の評価を行う。 Ｂ：取り組みはやや不十分であった

Ｃ：取り組みは不十分であった

19年度 23年決算 増減率

区 分 予算(Ａ) 実績(Ｂ) (Ｂ－Ａ)÷Ａ 19年度決算 増減率

(Ｃ) (Ｂ－Ｃ)÷Ｃ

一般管理費 702 521 △ 25.8% 503 3.4%

（単位：百万円）

（参考）

19年度 23年決算 増減率

区 分 予算(Ａ) 実績(Ｂ) (Ｂ－Ａ)÷Ａ 19年度決算 増減率

(Ｃ) (Ｂ－Ｃ)÷Ｃ

一般管理費 702 401 △ 42.9% 503 △ 20.4%

（単位：百万円）

（参考）
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【事業報告】
□ 24年５月に、23年度末現在において保有する貸付金、求償権、保証債務見
返、有価証券及び土地・建物等固定資産について、資産査定実施要領に基づ
き、その回収の懸念又は価値の毀損の懸念の度合を判定し、その過程におい
て、事務所、宿舎等の固定資産については、その利用状況等の把握も含め、
これら査定対象資産の評価を行った。
なお、当該査定結果については、監理室が検証することとなっており、検

証の結果、「問題なし」との通知を受けている。

□ 更に、会計監査人による監査においても資産査定の検証が行われている。

【中期計画】 ◇(4) 役職員のコスト意識の徹底 Ａ
・役職員に対し、費用対効果等の Ａ：取り組みは十分であった
コスト意識を徹底させる。 Ｂ：取り組みはやや不十分であった

Ｃ：取り組みは不十分であった
【年度計画】 【事業報告】
③ 役職員に対し、費用対効果な □ 役職員のコスト意識を徹底させるため、部署別予算配分・適切な期中管理
どのコスト意識を徹底させる。 を行うとともに、定期的な部内の会議等において、予算の執行状況や年度中

の執行の見通し、決算状況を説明し、周知を図った。

□ 支出の無駄を削減するための自律的な取組を促進する「支出点検プロジェ
クトチーム」の第６回会合を23年６月に開催し、22年度取組目標への取組状
況について報告を行うとともに、23年度取組目標の設定について検討を行っ
た。
23年度取組目標については職員掲示板に掲示することにより、効率的な予

算執行・無駄な支出の削減への取組について周知を図った。
また、23年11月に第７回会合を開き、23年度取組目標への取組み状況を確

認し、引き続き目標に取り組んでいくこととした。

【中期計画】 ◇(5) 業務実施方法の見直し Ａ
・業務実施方法を見直す。 Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分であった
【年度計画】 Ｃ：取り組みは不十分であった
④ 外部委託の推進を図るなど業 【事業報告】
務実施方法を見直す。 （農業信用保険業務）

□ 東日本大震災への対応として、農業保証保険約款、農業融資保険約款、農
業保証保険取扱要領及び農業融資資金貸付要領について一部改正を行い、機
動的な対応を行った。
その中で、事務手続き、様式に関係する一部改正については、基金協会の

事務処理負担が過大とならないよう簡素化に努めた。
・ 23年５月に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に
関する法律」及び第１次補正予算の成立に伴い「農業経営復旧対策特別保
証事業交付金交付事業」が施行されたことに伴う農業保証保険約款、農業
融資保険約款、農業保険取扱要領の一部改正を行った。

・ 同年９月に被災対象基金協会に震災関係の代位弁済見込額等を加味して
貸付配分することを内容とした農業融資資金貸付要領の一部改正を行っ
た。

・ 同年11月の第３次補正予算の成立に伴い同事業が「農業経営復旧・復興
対策特別保証事業」に変更され、適用対象資金が拡大されたこと等により、
農業保証保険約款、農業融資保険約款、農業保険取扱要領の一部改正を行
った。
なお、23年５月に「農業経営復旧対策特別保証事業説明会」を開催し、農

業保証保険約款の改正等を説明し、被災対象の９基金協会との意見交換を行
ったほか、６月開催の「農業信用保険運営協議会」及び12月開催の「農業信
用基金協会常勤役職員会議」において、農業保証保険約款、農業保険取扱要
領の改正等の説明を行った。

□ 23年10月に法人文書決裁規程の一部改正を行い、県版融資要綱・債務保証
要綱等の制定・改定に係る意見の決定等の決裁権限を業務担当理事へ委任す
るなど、意思決定の迅速化を図り、専決権限の弾力化を図った。

（林業信用保証業務）
□ 23年３月11日（金）の東日本大震災発生後、14日（月）に速やかに信用基
金ホームページにおいて、地震被害に係る相談窓口を開設するとともに、具
体的な対応として、受付等の簡素化、契約変更手続き（期間延長、代位弁済
方法の変更等）の迅速化など、被災者等の負担軽減が図られるようにした。

□ 第１次補正予算の成立後直ちに林業信用保証業務細則の特例業務細則を制
定・施行して「東日本大震災復旧緊急保証」の受付を開始するとともに、岩
手県・宮城県・福島県の県庁、関係業界団体、融資機関等に出向いて保証内
容について説明・相談等を行った。

□ 業務の外部委託については、15年度以降、効率的な求償権回収を行うため
業務の一部を債権回収業者（サービサー）に委託してきている。これにより、
現地訪問による専門的な債権回収交渉等を行い、求償債務者と今後の回収の
道筋をつけることで回収の成果が上がっている。23年度においては、新たに
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１社と委託契約を行い３社による体制とし、外部委託を活用し、事務の効率
化に取り組んでいるところである。

（漁業信用保険業務）
□ 23年５月の「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律」の施行に伴う、漁業保証保険約款及び漁業融資保険約款の一部改
正を行った。また、併せて漁業保証保険取扱要領等を一部改正し、事務処理
の迅速化を図った。

□ 23年５月に第１次補正予算により措置された「漁業者等緊急保証対策事業」
及び「保証保険資金等緊急支援事業」を、基金協会が迅速かつ円滑に実施で
きるよう、大口保証に係る事前協議については、保証決定予定日まで１月を
切る場合であっても協議を受け付けることとする等、漁業保証保険取扱要領
の特例を設けた。
また、岩手県・宮城県・福島県の基金協会及び金融機関等に出向き、保証

引受や代位弁済等に係る説明・相談受付けを行った。

□ 東日本大震災関係の保険金支払い手続きの迅速化を促すため、23年９月に
漁業保証保険取扱要領について、添付書類の簡素化等の特例措置を制定した。

□ 23年４月に「漁業融資資金貸付要領」を改正し、短期資金借入に係る一部
添付書類の省略及び保険金支払時に保険金と短期資金償還金を差引処理でき
る等の事務処理の簡素化を図った。



- 16 -

評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－４ ○４ 人件費の抑制 Ａ
人件費の抑制 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １０点
（１０/１０＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 人件費の17年度決算対比の削減度合 Ａ
(2) 人件費（退職手当及び法定福利 〔平成20年度・21年度の指標〕
費を除く。また、人事院勧告を踏 平成20年度＝5％×3/5
まえた給与改定部分を除く。）に 平成21年度＝5％×4/5
ついては、簡素で効率的な政府を Ａ：達成度合が90％以上であった
実現するための行政改革の推進に Ｂ：達成度合が50％以上90％未満であった
関する法律（平成18年法律第47号） Ｃ：達成度合が50％未満であった
に基づき、国家公務員に準じた人 〔平成22年度の指標〕
件費削減に取り組み、平成18年度 平成22年度＝5％×5/5
以降５年間において、５％以上の (平成22年度の指標は、削減数値が確実に達成されたか否かを判断するため、
削減を行うとともに、国家公務員 達成度合は、Ａが100％以上、Ｂが70％以上100％未満、Ｃが70％未満とす
の給与構造改革を踏まえ、役職員 る。)
の給与について必要な見直しを進 〔平成23年度の指標〕
める。更に、「経済財政運営と構 平成23年度＝6％
造改革に関する基本方針2006」（平 (平成23年度の指標は、削減数値が確実に達成されたか否かを判断するため、
成18年７月７日閣議決定）に基づ 達成度合は、Ａが100％以上、Ｂが70％以上100％未満、Ｃが70％未満とす
き、国家公務員の改革を踏まえ、 る。)
人件費改革を平成23年度まで継続 【事業報告】
する。 □ 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。）については、国家公務員の給

与構造改革を踏まえた給与体系の見直し及び人員の削減等により９億93百万
【年度計画】 円の支出であり、17年度決算対比で18.1％の削減（削減目標６％）となった。
(2) 人件費（退職手当及び法定福利
費を除く。また、人事院勧告を踏
まえた給与改定部分を除く。）に
ついて、国家公務員の給与構造改
革を踏まえ、役職員の給与につい
て必要な見直しを進める。

◇(2) 人件費削減に向けた取組 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 国家公務員給与構造改革により、国の地域手当は18年度以降５年間で６％
引き上げられ22年度18％とされたが、信用基金においては、国の地域手当に
相当する特別都市手当について、23年度８％としている。

□ 業務体制の見直し、非管理職のスタッフ職の導入等により管理職割合を中
期目標期間の終了時までに４割から３割まで引き下げる。

□ 昇任・昇格ペースについて、19年度前と比較して、１～２年遅らせること
とし、20年度からその運用を開始した。

□ 職務手当について、19年度から国に準じて定額化を行い、引き下げを行っ
た。

□ 21年度から国家公務員に導入されている本府省業務調整手当の導入を見送
った。

□ 24年２月に成立した国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律
(平成24年法律第２号)に基づく、国家公務員の給与見直しと同様の内容で
24年３月に改定を行った(24年４月１日施行)。

①人事院勧告に係る改定
・開始時期：24年4月分給与
・23年度分の扱い：24年6月期の期末手当で調整

②臨時特例に係る改定
・実施期間：24年4月分給与～26年3月分給与
・実施内容：俸給月額（▲9.77％等）等の減額

17年度 23年度 増減率
決算(Ａ) 実績(Ｂ) (Ｂ－Ａ)÷Ａ

人件費 1,212 993 △ 18.1%

区 分

（単位：百万円）
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【中期計画】 ◇(3) ラスパイレス指数の引下げ Ａ
(3) 給与水準については、平成18年 〔平成20年度～23年度までの指標〕
度の対国家公務員学歴別・地域別 平成20年度＝4.6％×2/6
指数（学歴別地域別法人基準年齢 平成21年度＝4.6％×3/6
階層ラスパイレス指数）104.6に 平成22年度＝4.6％×4/6
ついて、中期目標期間の終了時ま 平成23年度＝4.6％×5/6
でに100まで低下させる。 Ａ：達成度合が90％以上であった

Ｂ：達成度合が50％以上90％未満であった
【年度計画】 Ｃ：達成度合が50％未満であった
(3) 給与水準については、平成18年 〔平成24年度の指標〕
度の対国家公務員学歴別・地域別 平成24年度＝4.6％×6/6
指数（学歴別地域別法人基準年齢 (平成24年度の指標は、削減数値が確実に達成されたか否かを判断するため、
階層ラスパイレス指数）104.6に 達成度合は、Ａが100％以上、Ｂが70％以上100％未満、Ｃが70％未満とす
ついて、中期目標期間の終了時ま る。)
でに100まで低下させる。 【事業報告】

□ 23年度のラスパイレス指数（地域別・学歴別）は、96.2となった。

◇(4) ラスパイレス指数の引下げに向けた取組 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 国家公務員給与構造改革により、国の地域手当は18年度以降５年間で６％
引き上げられ22年度18％とされたが、信用基金においては、国の地域手当に
相当する特別都市手当について、23年度８％としている。

□ 業務体制の見直し、非管理職のスタッフ職の導入等により管理職割合を中
期目標期間の終了時までに４割から３割まで引き下げる。

□ 昇任・昇格ペースについて、19年度前と比較して、１～２年遅らせること
とし、20年度からその運用を開始した。

□ 職務手当について、19年度から国に準じて定額化を行い、引き下げを行っ
た。

□ 21年度から国家公務員に導入されている本府省業務調整手当の導入を見送
った。

【中期計画】 ◇(5) ラスパイレス指数の対外的説明 Ａ
また、給与水準の適正性につい Ａ：説明は十分であった

て検証し、その検証結果や国家公 Ｂ：説明はやや不十分であった
務員と比べて給与水準が高い理由 Ｃ：説明は不十分であった
及び適正化への取組状況について 【事業報告】
公表し、国民に対して納得が得ら □ 信用基金のホームページで公表している。
れる説明を行う。

【年度計画】
また、給与水準の適正性につい

て検証し、その検証結果や国家公
務員と比べて給与水準が高い理由
及び適正化への取組状況について
公表し、国民に対して納得が得ら
れる説明を行う。

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ-Ａ)

対国家公務員指数

（地域別・学歴別）

（参考）対国家公務員指数 121.4 118.0 117.0 113.7 115.4 112.9 △ 2.5

区 分

104.6 102.0 100.5 97.3 98.7 △ 2.596.2
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－５ ○５ 内部監査の充実 Ａ
内部監査の充実 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １０点
（１０/１０＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 内部監査年度計画の策定 Ａ
業務の適正化を図るため、信用 Ａ：策定した

基金の各業務を横断的に監査する Ｃ：策定しなかった
内部監査体制を充実・強化する。 【事業報告】

□ 23年度内部監査年度計画について内部監査の効率的な実施を図ることとし
【年度計画】 て、監事と連絡・調整しつつ、①内部監査基本方針、②内部監査の対象、③

業務の適正化を図るため、内部 重点項目、④実施時期等を内容とした計画を23年３月15日に策定した。
監査規程及び内部監査マニュアル
に基づき、常勤監事と連携しつつ、 ◇(2) 内部監査の実施 Ａ
内部監査年度計画に従い信用基金 Ａ：計画どおり実施された
の各業務について内部監査を適切 Ｂ：計画に比べやや不十分であった
に実施する。 Ｃ：計画に比べ不十分であった

【事業報告】
□ 23年度内部監査年度計画に基づき、次の業務に係る内部管理態勢等の適切
性と有効性の観点から内部監査を実施した。
① 23年４月

農業災害補償関係業務に関する事務（貸付審査の適正性、借入れ申し込
み及び貸付け実行・償還等）について、５日間内部監査を実施し、貸付金
の償還の処理において内部規程に定める入金通知書の作成・送付漏れ
（２件）等があったことについて、事務処理徹底の指摘を行った。

② 23年８月～９月
契約に関する事務について、競争入札の適正性、随意契約の妥当性、予

定価格の作成等を内部監査項目として５日間内部監査を実施し、特に重要
な問題となる点は見受けられなかった。

③ 23年10月４日
金庫管守要領別表に定める金庫内の現金・預金通帳等の保管状況を確認

する現物実査を実施し、金庫保管物と年金手帳等預かり規程に定めるもの
の表示が不整合となっている等について、その整合性を図る必要がある等
の指摘を行った。また、預金・有価証券及び借入金期末残高確認は銀行等
の残高証明書と不突合はなく適正であることを確認した。

④ 23年12月
農業信用保険業務について、保険契約の締結、保険の通知、貸付審査等

の事務の適正性を内部監査項目として16日間内部監査を実施し、特段問題
がなかったことを確認した。

⑤ 24年２月
総務課・人事課業務について、公印の管守、物品の管理・処分、勤務時

間・休暇・旅費等を監査項目として５日間内部監査を実施したところ、特
に重要な問題となる点は見受けられなかった。

□ 24年３月に法人文書監査要領に基づき、個人情報等を含んだ法人文書の管
理状況について、信用基金が保有している法人文書に関するコンプライアン
スを確保し、適正な管理の維持等を目的とした「法人文書監査」を実施した。
監査結果については、法人文書管理規則等を総括する総括文書管理者へ「書
類の紛失、誤廃棄、誤発送等情報流失等について特段問題がなかった」との
監査報告を24年４月に行った。

【年度計画】 ◇(3) 内部監査チェックリストの整備 Ａ
また、内部監査の実施にあたっ Ａ：取り組みは十分であった

ては、内部監査チェックリストを Ｂ：取り組みはやや不十分であった
準備するとともに、指摘事項（要 Ｃ：取り組みは不十分であった
改善事項）のフォローアップを適 【事業報告】
切に実施する。 □ 内部監査の実施に当たり、事前に監査項目毎にチェックリスト（内部監査

手続書）を整備し、効果的な実施を図っている。
新たに、23年度においては、「現物実査及び預金・有価証券・借入金残高

確認」及び「総務課・人事課業務」についてチェックリストを作成した。ま
た、「農業災害補償関係業務に関する事務」、「契約に関する事務」及び「農

業信用保険業務」についてはチェックリストを更新した。

◇(4) 内部監査における要改善事項のフォローアップの実施 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
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Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 22年度に実施した「余裕金の運用及び管理に関する事務」、23年度に実施
した「農業災害補償関係業務に関する事務」及び「現物実査及び預金・有価
証券・借入金残高確認」の整理・改善を要する事項として、関係書類の一部
添付漏れ等及び貸付金に係る内部規程に定める入金通知書の送付漏れ等があ
った。

指摘事項のフォローアップ内部監査を24年4月に実施し、関係書類の一部
添付漏れ等の指摘事項については、全て改善が図られていることを確認した。

◇(5) 監査能力の向上のための取組 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 23年度に監理室職員が参加した研修は、下表のとおりであり、監査業務の
遂行に必要な知識の習得に努め、内部監査能力の充実強化に取り組んだ。
研修内容については、必要に応じ関係する部署に資料の回覧・説明を行っ

た。

研修月 研修名 参加人数
（主催者）

23年10月 内部監査・システム監査基礎講座 ２名
（あずさ監査法人）

24年２月 平成23年度評価・監査中央セミナ－ １名
（総務省行政評価局）

□ 監事と内部監査部門との定例会（四半期ごとの開催、第１回・23年４月、
第２回・７月、第３回・10月、第４回・24年１月）を設け、情報交換等を行
い内部監査の充実強化に取り組んだ。また、24年３月に24年度の監事監査計
画及び内部監査計画を主な議題に監査手法・手続き等を含めた意見交換を実施し
た。

□ 監事と会計監査人との23年度監査計画等のディスカッションに監理室職員
も同席し、監査手法・手続き等を含めた意見交換を通じ知識の習得に努めた。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－６ ○６ 内部統制機能の強化 Ｂ
内部統制機能の強化 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：４×２点＝ ８点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：１×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ８点
（８/１０＝８０％）

【中期計画】 ◇(1) コンプライアンスの推進に向けた取組 Ａ
(1) 業務の適正な執行を図るため、 Ａ：取り組みは十分であった
コンプライアンス委員会において Ｂ：取り組みはやや不十分であった
外部の有識者の専門的知見を活用 Ｃ：取り組みは不十分であった
するなどコンプライアンス（法令 【事業報告】
等遵守）への取組を充実・強化す □ 農林漁業信用基金は、公共上の見地から債務保証や債務保証の保険等の金
る。 融的な業務を行っていることから、特に、法令を遵守することはもとより、

顧客情報の保護の見地から、個人情報の保護を徹底すること等が求められて
【年度計画】 おり、このような点を中心にコンプライアンスに取り組んでいるところであ
(1) 業務の適正な執行を図るため、 る。
コンプライアンス・プログラムに
基づき、外部の有識者の専門的知
見も活用しつつ、コンプライアン □ 23年４月開催の23年度第１回コンプライアンス委員会において策定した
ス委員会を中心にコンプライアン 23年度コンプライアンス・プログラムに基づき、以下のコンプライアンスの
スの推進に向けた取組を適切に実 推進に計画的に取り組んだ。
施する。 ① 信用基金が業務上保有する個人情報及び職員個人情報の保護と適正な利

用方法を定めた個人情報取扱規程に基づき、毎年４月に保有個人情報管理
チェックリストにより行うこととされている保有個人情報のアクセス権限
を有する者、移送等状況、記録媒体、保管状況、電算室に入室する権限を
有する者、入退室状況についての点検を23年４月に保有個人情報を管理す
る保護管理者４名により実施し、その実施結果を23年７月に開催された個
人情報管理委員会に報告している（結果は、すべて適正）。

② 信用基金が保有する情報資産の取扱いの基本方針及び対策を定めた情報
セキュリティ規程に基づき、毎年度１回行うこととされている保有情報資
産のセキュリティ対策実施状況の自己点検を23年４月に最高情報セキュリ
ティ責任者の指示により全職員が実施した（結果は、51項目のうち48項目

で90％以上が「はい」「概ねはい」と回答）。
その結果を23年７月に開催された情報化推進委員会に報告し、職員への

フィードバックを行った。
③ 23年12月に標的型メール攻撃に対する適切な対応について、「標的型メ
ール攻撃について（注意喚起）」の文書を「職員専用情報サイト」の掲示
版に掲載し、全役職員に注意喚起した。

④ 23年度における文書管理規則の制定・廃止等について、役職員に周知す
るため職員専用情報サイトに掲載し、必要に応じ役職員へ掲載した旨をメ
ールで周知することとした。さらに、24年３月開催の業務改善委員会の決
定を受け、改正が行われたときは、どこが改正されたか分かるように新旧
対照表を付けることとした。

□ 24年３月に法人文書監査要領に基づき、個人情報等を含んだ法人文書の管
理状況について、信用基金が保有している法人文書に関するコンプライアン
スを確保し、適正な管理の維持等を目的とした「法人文書監査」を実施した。
監査結果については、法人文書管理規則等を総括する総括文書管理者へ「書
類の紛失、誤廃棄、誤発送等情報流失等について特段問題がなかった」との
監査報告を24年4月に行った。

【年度計画】 ◇(2) コンプライアンス・マニュアルの改善及び職員への周知 Ａ
特にコンプライアンス・マニュ Ａ：取り組みは十分であった

アルの職員への一層の周知に努め Ｂ：取り組みはやや不十分であった
るとともに、コンプライアンス・ Ｃ：取り組みは不十分であった
チェックの適切な実施・フォロー 【事業報告】
に努める。 □ 新任役員及び新規採用職員に対し、コンプライアンス・マニュアル及びコ

ンプライアンス基本方針等を記載した小冊子を配布し説明を行い、コンプラ
イアンスの取組のための周知を行っている。

□ コンプライアンス・マニュアルの見直しの一環として、昨年に引き続き、
24年２月開催の23年度第２回コンプライアンス委員会で「回答欄の「該当な
し」を削除する」等回答者に分かり易い設問となるよう見直しを行った。

□ 24年２月にコンプライアンスの向上のため、外部講師により全役職員を対
象としたコンプライアンス研修を実施した。
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◇(3) コンプライアンスに係る取組状況のチェックの実施・フォロー Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 役員又は職員からの法令違反行為等の通報又は相談をやり易くするための
職員専用情報サイトの３本の窓口「コンプラホットライン」（以下①～③参
照）を設置している。
①と③について、法令違反や不祥事などの通報・相談等はなかった。
②の業務改善提案は、24年３月に「規程類の改正があった際には職員向け

説明会を開催する」等の３件の提案があり、24年３月開催の23年度第２回業
務改善委員会において当該提案の審議を行い、その結果（従来の職員専用情
報サイトの規程集への掲載に加え、職員掲示板へ新旧対照表を掲載し、改正
した旨を職員に電子メールにより送信する）を理事長へ報告するとともに、
職員専用情報サイトの掲示板へ掲載し電子メールで役職員へ周知した。

① 法令違反行為等に関する相談又は通報窓口【通報窓口・相談窓口】
② 業務処理方法の効率化、経費の節減等に関する提案窓口【業務改善提案
窓口】

③ 職員個人情報の処理などに関する苦情及び相談窓口【職員個人情報受付
窓口】

□① 24年２月に23年度第２回コンプライアンス委員会を開催し、コンプライ
アンスチェック項目として、「反社会的勢力との関係を遮断し排除するこ
とが信用基金の信頼を維持する上で不可欠であることを十分認識してい
る。」等の追加等の見直しについて審議した。

主な追加項目は次のとおり。
1) 適切な業務遂行の観点から、反社会的勢力との関係を遮断し排除する

ことが信用基金の信頼を維持する上で不可欠であることを十分認識して
いる。

2) ウイルス・スパイウエア等に感染しないため、実行形式の添付ファイ
ルは不用意に開かないようにしている。

3) 情報公開規程第３条に規定する不開示情報に該当する可能性があると
認められる情報がどのようなものか知っている。

② 審議結果を踏まえ、「コンプライアンス規程第11条」に基づき３月に、
1) 刑法その他の罰則はみなし公務員としての適用を受けることを認識し

ている。
2) 個人情報等の機密性情報等を廃棄するときはシュレッダー処理、破砕

処理等を行っている。
3) 電子メールで機密性情報を外部に送信する場合はパスワードを設定し

ている。
等34個のチェック項目でコンプライアンスチェックを実施した。

③ ３月に23年度第３回コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアン
スチェック集計結果等を審議した。チェック結果は特段の問題はなかった。

④ ③のほか「24年度コンプライアンス・プログラム」について審議を経て、
理事長決裁により決定した。

【中期計画】 ◇(4) 事務リスク自主点検等の実施及び業務改善への反映 Ａ
(2) 業務の適正化を図るため、事務 Ａ：取り組みは十分であった
リスク自主点検等事務改善への取 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
組を着実に実施する。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
【年度計画】 □ 役職員が正確な事務を怠る、あるいは、事故、不正等を起こすことにより
(2) 業務の適正化を図るため、部室 信用基金が被る事務リスクの点検と内部統制の強化のためのリスク管理の取
が所掌する事務の自主的な点検及 組みとして「業務改善提案・事務リスク自主点検実施要領第12条」に基づき
び職員からの業務改善提案に対す 23年９月に事務リスク自主点検を行った。
る取組を適切に実施する。

(1) 事務リスクの点検
1) 決裁手続きが適正か（決裁権者の決裁を得て、事務を進めているか）。
2) 事務規程に則し、事務を行っているか。
3) 法人文書管理規則に基づき、適切に接受の事務処理が行われている
か。

等について、次の業務等に係る稟議書、契約書、金銭消費貸借証書等の書
類点検等を行った。

① 農業信用保険、漁業信用保険、林業債務保証の契約締結
② 農業・漁業災害補償関係業務の基本契約書の締結
③ 農業、林業及び漁業の融資資金の貸付、管理及び回収

点検結果は、農業及び漁業信用保険の契約締結並びに林業債務保証契約
の締結、農業・漁業災害補償関係業務の基本契約書の締結、農業、林業及
び漁業の融資資金の貸付、管理及び回収等は適正であった。

(2) 内部統制の強化のためのリスク管理の取組みとしての点検
1) 法令遵守リスク
2) 人材リスク（不正の防止）

等について、次の業務等に係る稟議書、契約書等の書類点検と重要文書・
郵便切手等の保管状況の確認等を行った。
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① 中期目標の変更等の重要文書の保管
② 物品購入等の契約に関する事務
③ 登記事項の保管
④ 郵便切手等の金庫内保管物の保管

点検結果は、重要文書の保管、契約事務、登記事項・郵便切手等の金庫
内保管物の保管等は適正であった。

23年10月開催の23年度第１回業務改善委員会において、事務リスク自主点
検結果及び改善策の検討について審議を行い、その結果を理事長へ報告した。

□ 内部統制の充実・強化に向けた取組について
１．理事長は、信用基金のミッションや運営方針について、年始（１月）・

創立記念式典（10月）の場において講話を実施し、全役職員に対し明確に
示したところである。また、月１回開催される役員懇談会や、同懇談会と
は別に毎月開催される各業務の定例会等にも出席し、事業運営について必
要な指示を行い、役職員全体に周知を行った。

２．業務における諸リスクに対応するため、コンプライアンス委員会、業務
改善委員会、情報化推進委員会、個人情報管理委員会、余裕金運用委員会、
契約監視委員会等が設置・開催され、モニタリング等が実施され、結果に
ついては理事長に報告されている。また、監事監査や会計監査人監査によ
り、会計処理の合理性、業務の運営・執行の正当性、効率性等についてチ
ェックが行われ、結果については理事長に報告されている。

【中期計画】 ◇(5) 目標管理の導入による適切な人事評価、業績及び勤務成績等の給与・退 Ｃ
(3) 役職員に対して、目標管理の導 職金等への一層の反映
入等により適切な人事評価を行う Ａ：取り組みは十分であった
とともに、その業績及び勤務成績 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
等を給与・退職金等に一層反映さ Ｃ：取り組みは不十分であった
せることにより業務遂行へのイン 【事業報告】
センティブを向上させる。 □ 目標管理の導入による人事評価制度については、中期目標において同期間

中に導入することとし、23年１月から３月まで第１次試行、23年10月からの
【年度計画】 第２次試行を経て、24年４月から本格実施している。
(3) 業務遂行へのインセンティブの 人事評価の方法については、国の制度を参考にして、能力評価（判断力、
向上を目指して、業績及び勤務成 業務への取組み方等）、年度計画に則した業務目標を策定する等、これらを
績等を給与・退職金等に一層反映 総合した総合評価により行うこととし、直属の課長等による一次評価、理事
させるよう努める。 ・部長等による不均衡等調整を経て、理事長が最終評価することとし、人事

評価制度が信用基金の公正、効率的な業務運営等に資するよう実施している。

□ 役員の期末特別手当や退職手当については、役員給与規程・役員退職手当
規程に、業務実績評価結果に応じた業績勘案率等を勘案して支給している。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－７ ○７ 評価・分析の実施 Ａ
評価・分析の実施 【評価結果】

指標の総数：２
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：２×２点＝ ４点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ４点
（４/４＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 事業ごとの評価・分析の実施 Ａ
事業ごとの厳格かつ客観的な評 Ａ：取り組みは十分であった

価・分析を実施し、その結果を着 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
実に業務運営に反映させる。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
【年度計画】 □ 事業ごとに客観的な立場から評価を行い、その結果を業務運営に的確に反

事業ごとの厳格かつ客観的な評 映させるため、20年11月に制定した事業評価分析実施要領に基づき、評価分
価・分析を期中及び事業年度終了 析を実施している。
後に行い、その結果を着実に業務 この制度においては、事業年度終了後に実施する年度評価分析に加えて、
運営に反映させる。 期中に２回（10月、１月）評価分析を行うとともに、理事長、理事者等のほ

か、理事者と分離した立場の監事が参加する役員懇談会において、評価分析、
今後の対応方針及び重要な情報等について審議し、理事長が決定することと
なっており、決定した評価分析結果等については、職員へ通知し、信用基金
全体で共有することとしている。

□ 23年度の評価分析については、同要領に基づき、23年10月期及び24年１月
期に期中評価分析、24年５月に年度評価分析を行うなど年３回実施し、役員
懇談会の審議を経て理事長が決定し、職員へ徹底した。

◇(2) 事業ごとの評価・分析結果の業務運営への反映 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 評価・分析結果や今後の対応方針及び重要な情報等については、役員懇談
会で決定され、理事長の指示の下、職員に周知されるとともに、その後毎月
開催される役員懇談会においてもその業務運営への反映状況について検討・
報告されている。さらに、各職員に対しても、業務運営へ反映するよう業務
目標を策定させて、理事長が最終評価する目標管理の導入による人事評価制
度を実施している。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－８ ○８ 情報システムの整備 Ａ
情報システムの整備 【評価結果】

指標の総数：３
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：３×２点＝ ６点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ６点
（６/６＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 情報システムの見直し Ａ
主要な情報システムについて、 Ａ：取り組みは十分であった

コストの削減、調達における透明 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
性の確保及び業務運営の効率化・ Ｃ：取り組みは不十分であった
合理化を図る観点から、システム 【事業報告】
の見直しに努める。 （農業信用保険業務）

□ 農業信用保険業務においては、「東日本大震災に対処するための特別の財
【年度計画】 政援助及び助成に関する法律」及び 「農業経営復旧対策特別保証事業交付

主要な情報システムについて、 金交付事業実施要綱」の施行・制定に伴い、特例保険填補率及び保険料引下
コストの削減、調達における透明 げ助成事業が行われたことに対応するためのシステム修正作業を行い、23年
性の確保及び業務運営の効率化・ 11月末に作業を完了した。
合理化を図る観点から、システム
の見直しに努める。 （林業信用保証業務）

□ 林業システムにおいて、23年度については、
① 東日本大震災復旧緊急保証による保証料免除とした保証引受けへの対応
② 東日本大震災の影響による事故及び代位弁済の増加を踏まえた債権管理
業務への対応

に必要な機能改修のためのシステム修正作業を実施した。

（漁業信用保険業務）
□ 漁業信用保険業務において、23年度については、
① 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」
等による特例保険填補率の適用、また、第１次補正予算の成立に伴い実施
された漁業者等緊急保証対策事業及び保証保険資金等緊急支援事業に対応

② 無保証人型漁業融資促進事業の実施に伴い、同事業の対象資金について
保険引受するための対応

に必要なシステム修正を、費用の低減を図るため一部共通化して実施した。

なお、各業務のシステム修正に係る契約に当たっては、調達における透明性
・競争性の確保を図る観点から、一般競争等を実施した。

【中期計画】 ◇(2) 情報セキュリティ向上への取組 Ａ
併せて、信用基金における情報 Ａ：取り組みは十分であった

システムに係る情報セキュリティ Ｂ：取り組みはやや不十分であった
水準の向上を図る。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
【年度計画】 □ 23年４月に、前年度に係る保有個人情報管理状況に関する点検を実施した

併せて、個人情報保護、情報管 （結果は、すべて適正）。
理の観点から信用基金における情
報システムに係る情報セキュリテ □ 23年４月に、前年度に係る情報セキュリティ対策の実施状況について自己
ィの確保に努める。 点検を実施した（結果は、51項目のうち48項目で該当なしを除くと90％以上

が「はい」「概ねはい」と回答）。

□ 23年７月に、個人情報管理委員会を開催し、保有個人情報管理状況点検結
果等を理事長に報告した。

□ 23年７月に、情報化推進委員会を開催し、情報セキュリティ対策実施状況
自己点検結果等を理事長に報告した。

□ 23年12月に、「標的型メール攻撃」の特徴、対策等を記した文書により全
職員に対して注意喚起を行うとともに、信用基金ＬＡＮに接続されているす
べてのパソコンについて、ウイルススキャンを自動実行するよう改善し、セ
キュリティの向上を図った。また、内閣官房情報セキュリティセンターから
「厚生労働省のコンピュータウイルス感染事案の紹介及び注意喚起」につい
て情報提供があったことから、信用基金の情報セキュリティ責任者及び情報
システムセキュリティ管理者と情報の共有化及び注意喚起を行うとともに、

信用基金全部門のウイルス対策ソフトについて、当該ウイルスに対する対応
状況の確認を行った。（全て対応済み）

□ その他、情報セキュリティの向上のため、全部門のウィルス対策ソフトに
ついて、サポート契約の更新等を行った。
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◇(3) 情報システムの管理に関する基本規程の作成への取組 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

（20年度措置済み）
□ 21年２月に、信用基金における総合的な情報管理の体系を定める情報セキ
ュリティ規程を制定し、21年４月に施行した。
同規程においては、①信用基金内における情報管理体制の整備、②情報の

格付け及び格付けに従ったアクセス制限、情報の取扱制限等、③信用基金の
情報システムに係るセキュリティ要件、対策等を定めている。（なお、個人
情報取扱規程に定めていた取扱制限等のうち本規程と重複する部分について
は、本規程に一本化した。）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第１－９ ○９ 調達方式の適正化 Ａ
調達方式の適正化 【評価結果】

指標の総数：５
【中期計画】 評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点

調達に係る契約については、国 評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
における取組（「公共調達の適正 評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
化について」（平成18年８月25日 評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
付け財計第2017号財務大臣通知）） 評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点
等を踏まえ、次の事項を着実に実 合 計 １０点
施する。 （１０/１０＝１００％）

【年度計画】
調達に係る契約については、国

における取組（「公共調達の適正
化について」（平成18年８月25日
付け財計第2017号財務大臣通知）
及び「独立行政法人の契約状況の
点検・見直しについて」（平成21年
11月17日付け閣議決定））等を踏
まえ、次の事項を着実に実施する。

【中期計画】 ◇(1) 随意契約見直し計画の達成に向けた取組 Ａ
(1) 随意契約見直し計画に基づき、 Ａ：取り組みは十分であった
競争性のない随意契約の一般競争 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
入札等（競争入札及び企画競争・ Ｃ：取り組みは不十分であった
公募）への移行を着実に実施する。 【事業報告】

□ 23年度に締結した契約は、件数16件、金額89百万円で、契約方式別にみる
と、全て一般競争等となっており、22年４月に策定した随意契約見直し計画

【年度計画】 を22年度に引き続き達成した。
(1) 随意契約見直し計画に基づき、
競争性のない随意契約の一般競争 □ 全契約数に占める一般競争等の件数割合は、18年度の18%から、19年度の
入札等（競争入札及び企画競争・ 41%、21年度の67%へと上昇し、22年度で100%となり、23年度も引き続き100%
公募）への移行を着実に実施する。 となった。

□ 23年度に実施した一般競争入札８件に係る応札者数をみると、応札者が
１者のものが４件、５者以上のものが４件となっている。なお、１者応札４件
のうち３件については、２者以上が入札説明書等の関係資料を受領しながら
応札には至らなかったものである。

□ １者応札・応募の改善策については、具体的な取組方針を22年５月に策定
するとともにホームページに掲載し取り組んでいるところである。また、24年
２月開催の契約監視委員会で検討された下記の改善策等についても、併せて
取り組んでいくこととしている。
・ 入札説明書等の関係資料を受領しながら応札しなかった者に対するヒア
リング

・ 毎年継続して行う契約について、ホームページにおいて前広に開示
・ 電子入札の導入について検討

件数 金額 件数 金額 件数 金額

  実績   16 89 0 0 16 89

構成比 100% 100% 0% 0% 100% 100%

注１．支出原因に基づくもので、予定価格が工事・製造250万円、財産の購入160万円、物件の

借入80万円、役務の提供100万円以上の契約を対象とした。

注２．一般競争等については、企画競争、公募を含む。

23年度

（単位：件、百万円）

区 分
一般競争等 随意契約 合 計

一般競争入札に係る応札者数調べ （単位：件）

区分 応札者数 １者 ２者 ３者 ４者 ５者以上 合計

平成22年度 件数 0 0 1 0 3 4

23年度 件数 4 0 0 0 4 8

一般競争入札に係る落札率調べ （単位：件）

区分 落札率 90％台 80％台 70％台 60％台 50%台 40％台 30%台 合計

平成22年度 件数 0 0 0 4 0 0 0 4

23年度 件数 1 1 1 1 2 1 1 8
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◇(2) 情報システム等の総合評価落札方式による一般競争入札導入のためのマ Ａ
ニュアルの作成への取組

Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

（21年度措置済み）
□ 23年２月に本格稼働した「農業保証保険システムオープン化開発業務」に
関し、21年６月に総合評価落札方式による一般競争入札を実施した。

□ 総合評価落札方式の拡大を図るため、「総合評価による契約手続きマニュ
アル」を21年８月に制定した。

【中期計画】 ◇(3) 適正な契約の実施 Ａ
(2) 契約審査委員会の活用等によ Ａ：取り組みは十分であった
り、随意契約の理由が妥当か、一 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
般競争入札等が真に競争性・透明 Ｃ：取り組みは不十分であった
性が確保される方法により実施さ 【事業報告】
れているか等契約の適正な実施を □ 契約の適正化を図るため、次のような①契約審査会、②競争参加者資格審
図る。 査会、③契約監視委員会を設置している。

【年度計画】 ① 契約審査会
(2) 契約監視委員会及び契約審査委 総括理事、財務担当理事、総括調整役及び参事をもって構成し、随意契
員会の活用等により、随意契約の 約(少額随意契約及び公募して行う随意契約を除く)の審査を行う。
理由が妥当か、契約価格が妥当か、
一般競争入札等が真に競争性・透 ② 競争参加者資格審査委員会
明性が確保される方法により実施 総括理事、財務担当理事、総括調整役及び参事をもって構成し、競争参
されているか等契約の適正な実施 加者の資格審査を行う。
を図る。

③ 契約監視委員会
弁護士、公認会計士、税理士、及び信用基金監事をもって構成し、契約

案件について、真に競争性が確保されているか、点検、見直しを行うもの
で、その構成委員名、議事結果については、信用基金ホームページで公表
している。

□ 上記①、②の審査会については、23年度に締結した契約は16件あるが、検
討対象とすべき契約案件がなかったため、開催実績はない。

□ ③の契約監視委員会については、年１回以上開催することとしており、24年
２月28日に開催した。
その際、委員から、予定価格の積算方法の見直し、一者応札に係る改善策、

電子入札の導入等について質問等があり、適宜回答した。(議事概要は信用
基金ホームページに公表済み）

【中期計画】 ◇(4) 取組状況の公表 Ａ
(3) 随意契約見直し計画を踏まえた Ａ：取り組みは十分であった
取組状況をウェブサイトに公表 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
し、フォローアップを実施する。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
【年度計画】 □ 契約情報取扱公表要領に基づき、予定価格が以下の額となる契約について、
(3) 随意契約見直し計画を踏まえた 契約締結した日から10日以内に、信用基金ホームページで公表した。
取組状況をウェブサイトに公表
し、フォローアップを実施する。 【公表する契約】

工事又は製造・・・・・・予定価格250万円以上
財産の購入・・・・・・・予定価格160万円以上
賃貸・・・・・・・・・・予定価格 80万円以上
その他の役務・・・・・・予定価格100万円以上

□ また、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月７日
閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする
場合は取引等状況を公開することとされたことを受け、信用基金ＯＢが再就
職している法人との取引等状況を公開するため、23年７月14日付けで、入札
公告等を行う際には取引等情報を公開することを予め入札広告等にアナウン
スするよう全職員に通知し、入札等希望する法人に対しても、その旨の文書
を手渡し理解を得るようにした。

□ 20年度契約実績に対する随意契約等見直し計画(22年４月公表)に基づく契
約状況のフォローアップについては、毎年度実施しており、22年度契約にお
いて、競争性のない随意契約はなくなり、全て競争性のある契約へと移行し
た。そのフォローアップ状況については、23年８月に信用基金ホームページ
で公表している。

【中期計画】 ◇(5) 監事及び会計監査人による監査の実施 Ａ
(4) 監事及び会計監査人による監査 Ａ：実施した
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において、入札・契約の適正な実 Ｃ：実施しなかった
施についてチェックを受ける。 【事業報告】

（監事による監査の実施）
【年度計画】 □ 監事と理事長等とのディスカッション
(4) 監事及び会計監査人による監査 ① 23事業年度臨時監事監査に関して23年９月に実施方法等について、
において、入札・契約の適正な実 23年12月に同結果の取りまとめについて実施された。
施についてチェックを受ける。 ② 24年３月に24年度監事監査計画について実施された。

③ 23事業年度定例監査については24年３月に実施方法等について、24年
６月に同結果の取りまとめについて実施された。

□ 監事と会計監査人とのディスカッション
① 23年10月に23年度監査計画等について実施された。
② 24年３月に23年度期中監査の実施状況等について実施された。
③ 24年５月及び６月に23年度監査結果の取りまとめについて実施され

た。

□ 内部監査担当部門との連携
① 内部監査部門との定例会（四半期ごとの開催、第１回・23年４月、第

２回・７月、第３回・10月、第４回・24年１月）を設け、情報交換等を
行った。

② 24年３月に24年度の内部監査計画及び監事監査計画を主な議題に意見
交換を実施した。

□ 監事による23事業年度の日常監査、臨時監査及び定例監査
① 日常監査

監事が役員懇談会その他重要な会議に出席するとともに重要な決裁書
類の稟議過程において日常的に監査が行われた。

② 臨時監査
臨時監査（現物実査立会：23年10月４日、予備調査及び本調査：10月

31日～11月2日及び11月14日～18日）が実施された。今回の臨時監査で
は、年度計画上半期の実施状況、次期中期計画の検討状況、行政刷新会
議の事業仕分け結果を踏まえた業務運営の状況、東日本大震災対応、農
業災害補償関係業務と漁業災害補償関係業務の両部署の統合状況、過去
の外部検査・監事監査結果への対応状況等の事項について検討が行われ
た。この結果を受け、23年12月に監事から、理事長以下理事等に対し講
評が実施され、上半期の事業実績は概ね目標達成に向けた取組みが進め
られているものと認められるが、東日本大震災への対応等引き続き役職
員一体となった取組みを期待する等の臨時監事監査報告書が提出され
た。なお、法令違反等の重大な事実は認められなかった。

③ 定例監査
定例監査（現物実査：24年４月３日、予備調査及び本調査：５月10日

～11日及び同月21日～25日）が実施され、重要な決裁書類等を確認し、
各部門責任者からは業務処理の状況を聴取及び必要に応じて書面、証憑
書類等の提出を求める等により主要な業務及び財産の状況を監査し、財
務諸表、利益の処分又は損失の処理に関する書類、決算報告書、事業報
告書が適正に作成されていること、役職員の職務遂行に関する不正の行
為又は関係諸法令に違反する重大な事実は認められないこと、会計監査
人による監査の方法及び結果は相当であること等の監査結果が示され
た。

□ 監事監査実施要領第12条に基づいて、契約に関する決裁文書の稟議過程に
おいて、契約の適切性等をチェックしている。

（会計監査人による監査の実施）
□ 会計監査人による期中監査（23年10月３日～14日、24年２月６日～10日及
び３月５日～９日）、理事長等とのディスカッション（23年11月15日）及び
期末監査（24年４月３日及び５月21日～６月14日）が実施された。
① 期中監査

各勘定ごとに23年４月から24年２月までの期中取引について、各種証
憑類の金額突合等により、取引の実在性、帳簿記入の正確性、全般的内
部統制の有効性等についての検証が行われたが、指摘はなかった。
また、農業保証保険システム、林業業務システム、漁業保証保険シス

テムの概況に関する監査により、各情報システムに関する全般的統制及
び業務処理統制について検証が行われたが、指摘はなかった。

② 理事長等とのディスカッション
会計監査の実施に際しての監査リスクの特定・評価に役立て、効率的

な会計監査の実施につなげることを目的として、信用基金の概要、運用
方針及び内部統制に対する取組みや運営上の課題、財務諸表に重要な影
響を与える不正及び誤謬等の発生状況及びその防止についての取組状況
等について、理事長等とのディスカッションが行われた。

③ 期末監査
資産の実在性を確かめるため、各勘定ごとに現金、預金通帳・証書、

有価証券、切手印紙類について、現物の実査が実施されるとともに、相
手方に対しての残高確認が行われ、実在性が確認された。
また、各勘定ごとに24年３月の期中取引及び決算整理事項について、

各種証憑類の金額突合等により、取引の実在性、帳簿記入の正確性、内
部統制の有効性等についての検証が行われたが、指摘はなかった。
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なお、23年度決算から、会計基準において、セグメント情報の開示を
従前以上に充実させることとされたことを受けて、法人版財務諸表にお
いて、主要な資産項目等について追加記載した。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－１ ○１ 事務処理の迅速化 Ａ
事務処理の迅速化 【評価結果】

指標の総数：５
【中期計画】 評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点

利用者の手続面での負担及び事 評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
務コストの軽減を図るため、以下 評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
の措置を講じて、事務処理の迅速 評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
化を実現する。 評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １０点
【年度計画】 （１０/１０＝１００％）

利用者の手続面での負担及び事
務コストの軽減を図るため、以下
の措置を講じて､事務処理の迅速
化を実現する。

【中期計画】 ◇(1) 標準処理期間の達成度 Ａ
(1) 保険引受、保険金支払審査、納 Ａ：目標値（８割）の100％以上であった
付回収金の受納、貸付審査等の業 Ｂ：目標値（８割）の70％以上100％未満であった
務内容に応じ、利用者の利便性の Ｃ：目標値（８割）の70％未満であった
向上に資する観点から、以下の標 （注）農業短期資金については、借入申込の締切日までに申し込まれた案件
準処理期間内に案件の８割以上を について、決められた貸付実行日に処理されているか否かを判定するも
処理する。なお、処理期間の検証 のとする。
を行い、必要に応じて見直す。 【事業報告】

ア 保険通知の処理・保険料徴収 □ 各業務に関し、実際の全処理件数に対する標準処理期間内に処理された件
月次処理 数の割合は、以下のとおりであり、全ての項目で、目標を達成した。

イ 保険金支払審査 27日
ウ 納付回収金の受納 月次処理
エ 保証審査 ７日
オ 代位弁済 150日
カ 貸付審査

農業長期資金
償還日と同日付貸付

農業短期資金
月３回（５のつく日）

農業災害補償 ４日
林業 ３日
漁業長期資金

償還日と同日付貸付
漁業短期資金 ８日
漁業災害補償 ４日

【年度計画】
(1) 保険引受、保険金支払審査、納
付回収金の受納、貸付審査等の業
務内容に応じ、利用者の利便性の
向上に資する観点から、以下の標
準処理期間内に案件の８割以上を ◇(2) 標準処理期間の検証・見直し Ａ
処理する。なお、処理期間の検証 Ａ：取り組みは十分であった
を行い、必要に応じて見直す。 Ｂ：取り組みはやや不十分であった

ア 保険通知の処理・保険料徴収 Ｃ：取り組みは不十分であった
月次処理 【事業報告】

イ 保険金支払審査 27日 □ 審査の適切性の観点等から、昨年度実績及び現在までの実績を検討した結
ウ 納付回収金の受納 月次処理 果、これ以上の短縮は現時点では困難であるが、引き続き検討を進める。
エ 保証審査 ７日
オ 代位弁済 150日 項目 標準処理期間の見直しの検討
カ 貸付審査 ア 保険通知の処理・ 保険通知の処理は基金協会の前月引受分につい

農業長期資金 保険料徴収 て一括で処理し、この処理により速やかに保険料
償還日と同日付貸付 ・標準処理期間 徴収を行っているが、これを変更することは基金

農業短期資金 月次処理 協会のシステムを大幅に変更することになりコス
月３回（５のつく日） ・23年度実績 ト面で困難であること及び基金協会の事務処理の

農業災害補償 ４日 月次処理 増大を伴うことから現行どおりの対応が必要であ
林業 ３日 る。
漁業長期資金

償還日と同日付貸付 イ 保険金支払審査 保険金の支払いは、法令等により受付の日から
漁業短期資金 ８日 30日以内に支払うこととされているところ、３日
漁業災害補償 ４日 ・標準処理期間 前倒して標準処理期間を設定している。23年度は、

27日 事前協議を多く実施したことから、平均支払期間
・23年度実績 が農業にあっては18.7日、漁業にあっては12.0日

農業 18.7日 となったものであり、免責審査での証拠書類等の
漁業 12.0日 徴求に時間を要することを考慮すると、27日の処

理期間が必要である。
漁業信用保険業務においては、23年3月11日に発

全処理件数(Ａ)
標準処理期間
内の処理件数

(Ｂ)

標準処理期間
内の処理割合
(Ｂ÷Ａ)

保険通知の処理・保険料徴収 68,848 68,687 99.8%
保険金支払審査 1,981 1,980 99.9%
納付回収金の受納 68,292 68,292 100.0%
農業長期資金の貸付審査 178 178 100.0%
農業短期資金の貸付審査 70 70 100.0%
保証審査 1,545 1,392 90.1%
代位弁済 65 62 95.4%
貸付審査 38 38 100.0%
保険通知の処理・保険料徴収 46,120 46,120 100.0%
保険金支払審査 560 559 99.8%
納付回収金の受納 9,545 9,545 100.0%
漁業長期資金の貸付審査 318 318 100.0%
漁業短期資金の貸付審査 12 12 100.0%

農業災害
補償関係業務

貸付審査 13 13 100.0%

漁業災害
補償関係業務

貸付審査 15 15 100.0%

（単位：件）
平成23年度

区 分

農業信用
保険業務

林業信用
保証業務

漁業信用
保険業務

（処理状況）
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生した東日本大震災の影響により、保険金支払件
数が激増、23年度は前年度対比で523.3％となった。

震災で発生した津波で金融機関が被災し債権書
類が流失した案件も発生。免責審査でのエビデン
ス等を取るのに時間を要する案件も多数あり、27日
の処理期間は必要である。

ウ 納付回収金の受納 納付回収金受納の処理は、基金協会の事務負担
も考慮して月次処理とし、回収金納付期限を月の

・標準処理期間 下旬に定め、月１回の処理としているところであ
月次処理 り、現行どおりの対応が必要である。

・23年度実績
月次処理

エ 保証審査 23年度は、臨時措置である東日本大震災復旧緊
急保証による保証案件が増加するなか、約１割は

・標準処理期間 ７日を超えている。これは、新規案件にかかる事
７日 業・財務内容等の確認時間及び増額案件や財務悪

・23年度実績 化先に係る担保・分割弁済交渉時間の増加、審査
4.5日 協議件数の増加などにより、事務処理期間が長期

化するものが見受けられることによるものである
が、今後とも標準処理期間は７日を維持すること
とし、標準処理期間内での処理に努める。
23年度平均処理日数4.5日（７日を超えた案件：

153件（9.9％））
オ 代位弁済 金融機関からの代位弁済請求受付後、免責事項

や将来の債権回収のための保全措置等の確認に一
・標準処理期間 定の時間を要するところであるが、標準処理期間

150日 内の処理となるようにしている。ただし、金融機
・23年度実績 関の事情等によりやむを得ず150日を超える場合も

58.8日 あることから、これらを除き標準処理期間内での
処理に努める。
23年度平均処理日数 平均58.8日
（150日を超えた案件：3件 (4.6％））

カ 貸付審査

農業長期資金 審査は貸付前に済ませており、償還日と同日付
で貸し付けており、これ以上短縮できない。

・標準処理期間
償還日と
同日貸付

・23年度実績
償還日と
同日貸付

農業短期資金 短期資金については、基金協会の代位弁済の支
払財源として貸し付けるもので、融資機関は延滞

・標準処理期間 発生から原則３ヶ月を経過した後でないと基金協
月３回 会に対する代位弁済の請求権は発生しないため、

（５のつく日） 借入申込の締切日までに申し込まれた案件につい
・23年度実績 て、月３回（５のつく日）の貸付けで対応は可能

月３回 である。また、基金協会から更なる迅速化の要望
（５のつく日） もない。

農業災害補償 23年度の平均処理期間は、貸付案件の過半につ
いて内部で審査が完結できたことから、結果とし

・標準処理期間 て平均1.8日で処理できたが、貸付資金によっては、
４日 農林水産省への確認を要する資金があるなど審査

・23年度実績 に日数を要することがあることから、今後とも標
1.8日 準処理期間として４日は必要である。

林業 23年度の平均処理期間は1.5日となった。受付の
タイミングや案件の内容により３日かかるものが

・標準処理期間 想定されることから、今後とも標準処理期間とし
３日 ては３日を維持するが、出来るだけ２日以内とす

・23年度実績 るよう迅速な事務処理に努める。
1.5日

漁業長期資金 審査は貸付前に済ませており、償還日と同日付
で貸し付けており、これ以上短縮できない。

・標準処理期間
償還日と
同日貸付

・23年度実績
償還日と
同日貸付

漁業短期資金 23年度の実績は、５日となった。今年度の受付
のタイミングや案件の内容により、標準処理時間

・標準処理期間 以上の案件も想定されることから、今後とも標準
８日 処理期間として８日は必要である。

・23年度実績
５日
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漁業災害補償 23年度の平均処理期間は2.1日で、全件について
標準処理期間内に処理を終えた。しかしながら、

・標準処理期間 貸付けに際して短期借入金による資金調達を行う
４日 場合には、更に１～２日を要すること等から、標

・23年度実績 準処理期間は引き続き４日とする。
2.1日

【中期計画】 ◇(3) 基金協会等との情報の共有、意見調整（農業信用保険業務） Ａ
(2) 基金協会等関係機関との間で、 Ａ：取り組みは十分であった
保険引受、保険金支払審査等に係 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
る情報の共有、意見調整を着実に Ｃ：取り組みは不十分であった
行う。 【事業報告】

□ 基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議
【年度計画】 ・ 保証要綱等の制定・改正について、基金協会からの資料提出及び対面に
(2) 農業信用保険業務において、基 より協議を実施した（192協議）（22年度107協議）。
金協会の保証要綱等の制定・改正 なお、当該協議のうち、東日本大震災に対処するための資金対応として、
に伴う協議を実施するとともに、 75資金に係る保証要綱等の制定・改正の協議を実施した。
大口保険引受案件及び大口保険金
請求案件の事前協議を実施する。 □ 大口保険引受案件等の事前協議

・ 大口保険引受案件（333件（条件変更含む））について、全て事前協議を
実施した（22年度534件）。

・ 大口保険引受案件等に係る事前協議時においては、必要に応じ、基金協
会と対面での協議を実施した（11協会）（22年度７協会）。

□ 大口保険金請求対象案件の事前協議
・ 大口保険金請求対象案件（24件）について、基金協会からの資料提出又
は対面により事前協議を実施した。

・ このうち、基金協会との対面での協議は、９件であった（22年度６件）。
・ 基金協会から提出された協議資料の内容について記載事項の検証を行っ
ており、代位弁済の妥当性や回収見込み等について当該基金協会との間で
認識の共有に努めることにより、適切な代位弁済の実施を図っている。

□ 求償権に関する情報の共有
・ 現地協議において、保険金残高が１千万円以上の大口求償債務者の回収
見込額及び回収経過について信用基金が基金協会からのヒアリングを通じ
て、回収向上の認識の共有化を図っている（現地協議実施協会：延べ10協
会）（22年度延べ９協会）。

□ 東日本大震災に対応する保証保険の取扱いに係る情報共有
・ ５月に「農業経営復旧対策特別保証事業説明会」を開催し、農業保証保
険約款の改正等を説明し、被災対象の９基金協会との意見交換を行ったほ
か、６月開催の「農業信用保険運営協議会」及び12月開催の「農業信用基
金協会常勤役職員会議」において、農業保証保険約款、農業保険取扱要領
の改正等の説明を行った。

【年度計画】 ◇(4) 基金協会等との情報の共有、意見調整（漁業信用保険業務） Ａ
(3) 漁業信用保険業務において、基 Ａ：取り組みは十分であった
金協会との大口保証引受案件及び Ｂ：取り組みはやや不十分であった
大口保険金請求案件についての事 Ｃ：取り組みは不十分であった
前協議や求償権に関する情報の共 【事業報告】
有化を実施する。 □ 大口保険引受案件等の事前協議

・ 大口保険引受案件についてすべて事前協議を実施し、件数は51件であっ
た（22年度52件）。

・ 大口保険引受案件に係る基金協会との事前協議に際し、基金協会から提
出された協議資料の内容について照会・確認しながら協議を実施し、当該
基金協会との間で認識の共有、情報の蓄積に努めることにより審査の一層
の効率化・厳格化に活用している。

・ 大口保険引受案件の事前協議を通じて得られた情報及び知見を各基金協
会にフィードバックすることにより、基金協会の保証審査能力の向上、事
故の回避に繋がったと考える。

□ 大口保険金請求案件の事前協議
・ 大口保険金請求案件のうち、事前協議を実施したのは215件であった
（22年度70件）。

・ 大口保険金請求案件の代弁事前協議審査に係る情報の共有、意見調整に
ついては、基金協会から提出された協議資料の内容について基金協会と電
話等により記載事項の検証を行っており、代位弁済の妥当性や回収見込み
等について当該基金協会との間で認識の共有に努めている。

・ 事前協議及び保険金支払いに係る審査を通じて得られた情報及び知見に
ついて整理・蓄積し、活用することによって、事故の回避に繋がるなど保
証保険の適切な運営が図られた。

□ 求償権に関する情報の共有
・ 基金協会から23年３月末現在の「求償権分類管理表」及び23年９月末現
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在の「求償権回収進捗状況表」の提出を受け、回収見込額及び回収経過等
についての情報の共有に努めている（個別協議実施協会：延べ24協会）
（22年度延べ35協会）。

・ 求償権分類管理表等の共有により、求償権の回収目標額等を明確にする
ことで基金協会の求償権回収の促進が図られている。

【中期計画】 ◇(5) 業務処理の方法の見直し Ａ
(3) 専決権限の弾力化、意思決定や Ａ：取り組みは十分であった
業務処理の方法の見直しを行う。 Ｂ：取り組みはやや不十分であった

Ｃ：取り組みは不十分であった
【年度計画】 【事業報告】
(4) 事務手続の明確化・簡素化な （法人独自の取組み）
ど、業務処理の方法の見直しを行 □ 東日本大震災への信用基金の対応
う。 信用基金は適切・迅速な保険金・代位弁済金の支払を行うため、基金協会

との情報交換に努めるとともに、被災地の農林漁業者への復旧・復興支援の
ため主務省・基金協会等関係機関との連絡・調整に努め、政府における復旧
対策関連法案・補正予算の検討が進む中で、４月26日に理事長を本部長とす
る「農林漁業信用基金東日本大震災対策推進本部」を設置し、被害状況や各
業務における復旧・復興対策の進捗状況について信用基金と基金協会で情報
共有に努めてきたところである。また、情報については、速やかに本部長で
ある理事長に集中させたところである。

（農業信用保険業務）
□ 東日本大震災への対応及び新スーパーＳ資金への移行等に対して、業務方
法書、農業保証保険約款、農業融資保険約款、農業保険取扱要領及び農業融
資資金貸付要領について一部改正を行い、機動的な対応を行った。
その中で、事務手続き、様式に関係する一部改正については、基金協会の

事務処理負担が過大とならないよう簡素化に努めた。
① 東日本大震災への対応
・ 23年５月に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成

に関する法律」及び第１次補正予算の成立に伴い「農業経営復旧対策特
別保証事業交付金交付事業」が施行されたことに伴う農業保証保険約款、
農業融資保険約款、農業保険取扱要領の一部改正を行った。

・ 同年９月に被災対象基金協会に震災関係の代位弁済見込額等を加味し
て貸付配分することを内容とした農業融資資金貸付要領の一部改正を行
った。

・ 同年11月の第３次補正予算の成立に伴い同事業が「農業経営復旧・復
興対策特別保証事業」に変更され、適用対象資金が拡大されたこと等に
より、農業保証保険約款、農業融資保険約款、農業保険取扱要領の一部
改正を行った。
なお、23年５月に「農業経営復旧対策特別保証事業説明会」を開催し、

農業保証保険約款の改正等を説明し、被災対象の９基金協会との意見交換
を行ったほか、６月開催の「農業信用保険運営協議会」及び12月開催の「農
業信用基金協会常勤役職員会議」において、農業保証保険約款、農業保険
取扱要領の改正等の説明を行った。

② 低利預託原資貸付業務の廃止と新スーパーＳ資金への移行への対応
23年９月に全国低利預託基金貸付業務が廃止となったことに伴い農業融

資資金貸付要領の一部改正を行った。また、新スーパーＳ資金の貸付対象
者に６次産業化法の認定者が追加されたことに伴い、業務方法書の規定に
基づく資金の指定について一部改正を行うとともに、農業保証保険約款、
農業融資保険約款の一部改正を行った。

③ 23年10月に法人文書決裁規程の一部改正を行い、県版融資要綱・債務保
証要綱等の制定・改定に係る意見の決定等の決裁権限を業務担当理事へ委
任するなど、意思決定の迅速化を図り、専決権限の弾力化を図った。

（林業信用保証業務）
□ 東日本大震災への対応
・ 23年３月11日（金）の東日本大震災発生後、14日（月）に速やかに信用
基金ホームページにおいて、地震被害に係る相談窓口を開設するとともに、
具体的な対応として、受付等の簡素化、契約変更手続き（期間延長、代位
弁済方法の変更等）の迅速化など、被災者等の負担軽減が図られるように
した。

・ 第１次補正予算の成立後直ちに林業信用保証業務細則の特例業務細則を
制定・施行して「東日本大震災復旧緊急保証」の受付を開始するとともに、
岩手県・宮城県・福島県の県庁、関係業界団体、融資機関等に出向いて保
証内容について説明・相談等を行った。

・ 23年度補正予算で措置された震災保証の受付期間（24年３月31日まで）
を踏まえ、保証申込がなされた案件については迅速な審査により対応し
た。

・ 東日本大震災による事故・代位弁済抑制として、
1) 決算書等による財務内容の把握から、財務内容が著しく悪化した場合

は財務改善計画の策定を求め、計画と実績の進捗管理
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2) 必要に応じ求償権発生防止対策事業交付金の有効活用により、現地調
査の実施による財務改善に向けた指導・助言等の強化

等を実施しているところである。

□ 業務の外部委託
業務の外部委託については、15年度以降、効率的な求償権回収を行うため

業務の一部を債権回収業者（サービサー）に委託してきている。これにより、
現地訪問による専門的な債権回収交渉等を行い、求償債務者と今後の回収の
道筋をつけることで回収の成果が上がっている。23年度においては、新たに
１社と委託契約を行い３社による体制とし、外部委託を活用し、事務の効率
化に取り組んでいるところである。

（漁業信用保険業務）
□ 東日本大震災への対応
・ 23年５月の「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に
関する法律」の施行に伴う、漁業保証保険約款及び漁業融資保険約款の一
部改正を行った。また、併せて漁業保証保険取扱要領等を一部改正し、事
務処理の迅速化を図った。

・ 23年５月に第１次補正予算により措置された「漁業者等緊急保証対策事
業」及び「保証保険資金等緊急支援事業」を、基金協会が迅速かつ円滑に
実施できるよう、大口保証に係る事前協議については、保証決定予定日ま
で一月を切る場合であっても協議を受け付けることとする等、漁業保証保
険取扱要領の特例を設けた。

・ 東日本大震災に起因する津波により、各種書類を流失させた金融機関が
円滑に代位弁済請求が行えるよう、23年９月保証保険取扱要領の特例を制
定し、保険金請求に必要な金融機関の証憑書類の代替措置をとり、事務処
理の迅速化を図った。

□ 低利預託原資貸付業務の廃止への対応
23年９月に全国低利預託基金貸付業務が廃止となったことに伴い、「漁業

融資資金貸付要領」の一部改正を行った。

□ 23年４月に「漁業融資資金貸付要領」を改正し、短期資金借入に係る一部
添付書類の省略及び保険金支払時に保険金と短期資金償還金を差引処理でき
る等の事務処理の簡素化を図った。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－２ ○２ 情報の提供・開示 Ａ
情報の提供・開示 【評価結果】

指標の総数：６
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
評価Ｂの指標数：１×１点＝ １点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １１点
（１１/１２＝９２％）

【中期計画】 ◇(1) ホームページ等における情報の充実 Ａ
(1) 信用基金の業務の必要性、役割 Ａ：取り組みは十分であった
及び農林漁業者の事業活動への効 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
果や成果について、国民一般や利 Ｃ：取り組みは不十分であった
用者を対象に、図表なども含めて 【事業報告】
分かりやすい形で幅広く周知する □ 東日本大震災に関するお知らせをまとめたページを作成し、トップページ
など情報開示の充実を促進する。 にリンク「東日本大震災に関する情報」を新設した（23年５月９日）。

また、「東日本大震災への対応について」を追加掲載し、農林漁業者に対
【年度計画】 して、情報提供の充実を図った（23年12月22日）。
(1) 信用基金の業務の必要性、役割
及び農林漁業者の事業活動への効 □ ホームページに関する「プライバシーポリシー」及び「ご利用にあたって」
果や成果について、ホームページ を掲載し、ホームページの信頼度の向上を図った（23年12月20日）。
を活用して、国民一般や利用者を
対象に、図表なども含めて分かり □ その他ホームページの更新等を89回行った。主な内容は下記のとおり。
やすい形で幅広く周知するなど情
報開示の充実を促進する。

◇(2) 迅速な情報の提供（１週間以内の更新） Ｂ
Ａ：情報提供は全て１週間以内に実施された
Ｂ：情報提供は概ね１週間以内に実施された
Ｃ：情報提供は１週間以内に実施されなかった
【事業報告】

□ 公表すべき事項14件のうち、１週間以内に掲載したものは13件で、情報提
供は概ね１週間以内に実施した。

◇(3) アクセス分析の実施 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 23年度のホームページアクセス件数は、55,211件（22年度 55,062件）で、
前年度並みのアクセスとなった。
なお、利用者からの要望、意見等はなかった。

区分 事 項 掲載日

東日本大震災に関するお知らせをまとめたページを作成し、トップページにリンク「東日本大震
災に関する情報」を新設

5月9日

災害補償関係部門の統合に伴い、「組織図」を更新 10月3日

林業部門において、年末の資金相談に応えるため、資金繰りについての相談を承る旨のお知らせ
をホームページに掲載するとともに、12月29日及び30日についても相談窓口を開設し顧客対応

12月12日

23年度

区分 事 項 基準日 掲載日

業務方法書の変更 4月1日 4月4日

役員の状況の変更 4月1日 4月5日

第２期中期計画の変更 4月3日 4月4日

平成23年度年度計画の変更 4月3日 4月4日

平成22年度決算及び財務諸表 6月27日 7月1日

平成22年度分役職員の報酬・給与等について 6月30日 6月30日

平成22年度農林水産省独立行政法人評価委員会による評価結果 9月1日 9月2日

平成22年度財務省独立行政法人評価委員会の評価結果 9月20日 9月20日

平成21事業年度評価結果の主要な反映状況 9月30日 9月30日

職員の給与及び退職手当の支給基準の変更 9月30日 10月3日

役員の状況の変更 10月1日 10月3日

契約の方法に関する定めの変更 11月28日 12月1日
平成24年度年度計画 3月30日 3月30日
「役員の給与及び退職手当の支給基準」及び「職員の給与及び退職手当の支給
基準」の変更

3月30日 4月11日

23年度
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□ ホームページで提供する情報の一層の充実を図るため、アクセスした閲覧
者の検索ワード、コンテンツごとのアクセス件数の把握などアクセス内容の
分析を行った。
この結果、利用者に人気のあるページは、信用基金の業務内容に関するコ

ンテンツや契約関連情報であることが判明した。
今後、人気のあるページをより見やすく分かりやすい内容にするなど、利

用しやすいホームページとなるように改善を図っていくこととした。

□ 23年７月開催の情報化推進委員会において、ホームページのより一層の充
実を図るため、22年度ホームページアクセス分析結果の説明を行った。ホー
ムページに関する「プライバシーポリシー」及び「ご利用にあたって」を掲
載し、ホームページの信頼度の向上を図った（23年12月20日）。

【年度計画】 ◇(4) 各業務における情報提供 Ａ
(2) 各業務において、保険引受等の Ａ：取り組みは十分であった
情報・データの取りまとめ、基金 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
協会等関係機関への提供、パンフ Ｃ：取り組みは不十分であった
レット等を活用したＰＲ活動の推 【事業報告】
進などの情報提供に取り組む。 □ 関係機関等への情報提供は各業務ごとに以下の事項を行った。

（農業信用保険業務）
□ 機関誌「農業信用保証保険」により、農業信用保険の保険引受、保険金支
払・回収状況といった業務に関する情報や、経済・金融動向、農業情勢など
の一般情報を提供するほか、「農業信用基金協会の現状と課題」について基
金協会からの情報を掲載した。
このほか、農業信用保証保険事業の動向や当該年度の特徴を取りまとめた

「農業信用保証保険年報」の発行、当信用基金の農業部門の保険事業の概況
を取りまとめた「保険事業概況」を作成した。
なお、東日本大震災の関係については、機関誌23年２号（５月発行）にて

第１次補正予算「農業経営復旧に向けた金融支援」、４号（11月発行）にて
第３次補正予算「農業経営の復旧・復興のための金融支援」に係る内容を掲
載した。また、12月にはホームページに「農業経営復旧・復興対策特別保証
事業のご案内」を掲載した。

（林業信用保証業務）
□ 林業信用保証業務においては、パンフレットの活用等によりＰＲ活動を推
進した。特に、「東日本大震災復旧緊急保証（通称：震災保証）」の実施に当
たっては、新たにパンフレットを作成し、業界団体等への説明を行うなど速
やかな実施、周知に努めた。
また、７月に「都道府県林業信用保証担当者及び相談員会議」を実施し、

参加者に対し震災保証等についての情報提供を行った。
このほか、業界紙（記者クラブ）に対し、震災保証の最新の受付状況や林

材業の業況動向調査結果等のプレスリリース（５月、８月、11月）を行うと
ともに、都道府県主催の林業金融関係の協議会、業界団体の会合等の場に出
席し、積極的に林業信用保証業務の取組状況等に係る情報発信を行った。

（漁業信用保険業務）
□ 23年５月の「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関
する法律」の施行及び第１次補正予算成立に伴い、漁業保証保険約款及び漁
業融資保険約款の一部改正等を行い、関係機関に周知徹底を行った。

□ 事業概要をとりまとめた「業務報告書」を作成し、23年９月に基金協会を
はじめ関係機関に配布した。
また、引受・弁済・回収状況等をとりまとめた「業務統計年報」を作成し、

23年11月に基金協会をはじめ関係機関に配布した。

（農業災害補償関係業務）
□ 農業災害補償関係業務については、ＮＯＳＡＩイントラネットを活用して、
信用基金の23年度に実施予定の諸調査等について予め周知を図ったほか、同
調査結果についても掲示した。

また、「信用基金だより」により事業年度計画等について情報提供を行っ
た。

22年度 23年度 増減

(Ａ) (Ｂ) (Ｂ／Ａ) 20年度 21年度
アクセス件数 55,062 55,211 100.3% 61,469 81,596

○アクセス件数 （単位：件）

区 分
（参考）

○アクセスの多いページ（分析例 23年度実績）

ページの内容 プレビュー数

農業信用保証保険制度のご案内（パンフレット） 109,386
契約関連情報 77,906
農業融資保険の利用について（融資機関の皆様へ）（パンフレット） 38,935
農林漁業信用基金パンフレット 19,223
林業・木材産業信用保証パンフレット(融資機関向け) 12,275
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（漁業災害補償関係業務）
□ 業務の概況や貸付・回収状況等をとりまとめた「業務報告書」(７月)及び
漁業共済団体の概況等を取りまとめた「業務統計年報」(９月)を作成し、各
漁業共済団体、都道府県及び関係機関に配布した。

【中期計画】 ◇(5) セグメント情報の開示 Ａ
(2) 信用基金の財務内容等の一層の Ａ：取り組みは十分であった
透明性を確保する観点から、決算 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
情報・業務内容等に応じた適切な Ｃ：取り組みは不十分であった
区分に基づくセグメント情報の開 【事業報告】
示を徹底する。 □ 財務内容等の一層の透明性を確保するため、23年７月１日に信用基金ホー

ムページにおいて、以下の情報を掲載した。
【年度計画】 ① 財務諸表について、セグメントごとの財務諸表と併せて、決算概要を
(3) 信用基金の財務内容等の一層の 説明をした資料
透明性を確保する観点から、ホー ② 決算情報について、経年比較や財務分析指標
ムページを活用して、決算情報・ ③ 事業報告書について、セグメント事業損益の経年比較・分析、セグメ
業務内容等に応じた適切な区分に ント総資産の経年比較・分析、セグメントごとの財源構造、セグメント
基づくセグメント情報の開示を徹 ごとの財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明
底する。

【中期計画】 ◇(6) 就業規則の公表 Ａ
(4) 特定独立行政法人に準じ、その Ａ：公表した
職員の勤務時間その他の勤務条件 Ｃ：公表しなかった
を公表するよう努める。 【事業報告】

（20年度措置済み）
【年度計画】 □ 20年４月から、信用基金のホームページに掲載している。一般的な就業規
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条 則であり、特に反響は見当たらない。
件を規定した就業規則を公表す
る。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第２－３ ○３ 意見の収集 Ａ
意見の収集 【評価結果】

指標の総数：２
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：２×２点＝ ４点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ４点
（４/４＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) アンケートの実施及び業務への反映 Ａ
(3) アンケート調査等の実施によ Ａ：取り組みは十分であった
り、信用基金の利用者の意見募集 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
を幅広く定期的に行い、業務運営 Ｃ：取り組みは不十分であった
に適切に反映させる。また、苦情 【事業報告】
への適切な対応を行う。 □ 各業務における関係機関等へのアンケート等による意見の収集は以下のと

おりである。
【年度計画】
(5) アンケート調査等の実施によ （農業信用保険業務）
り、信用基金の利用者の意見を聴 □ 農業信用基金協会及び農林中央金庫を構成員とする「農業信用保険運営協
取するとともに、潜在的利用者等 議会」を23年６月及び24年３月に開催し、22年度決算、24年度年度計画及び
についても意向を把握し、業務運 農業信用保険業務の状況等について説明を行い、特段の意見はなかった。
営に適切に反映させるよう努め なお、同協議会は、農業信用保険業務の重要事項について政府以外の出資
る。また、独立行政法人農林漁業 者からの意見を聴くために、理事長が必要と認めた場合において招集するも
信用基金苦情対応要領に基づき、 のである（漁業信用保険連絡協議会・農業災害補償運営協議会も同じ。）。
苦情への適切な対応を行う。 また、東日本大震災への対応としては、運営協議会において被害状況等の

報告を行った他、23年５月「農業経営復旧対策特別保証事業説明会」を開催
し、農業保証保険約款の改正等を説明し、被災対象の９基金協会との意見交
換を行った。また、12月に「農業信用基金協会常勤役職員会議」を開催し、
第３次補正予算成立に伴う農業保証保険約款改正、農業保険取扱要領の改正
等の説明を行った。

□ 23年12月に基金協会を対象に、今後の保証・延滞動向の見通しや農業信用
保証保険制度に対する意見等に係るアンケート調査を実施し、調査結果につ
いて24年３月にとりまとめ、関係機関に配布した。
調査の結果、農業資金に係る今後の保証動向は、増加９基金協会、変わら

ない20基金協会、減少18基金協会であった。延滞動向は、増加20基金協会、
変わらない25基金協会、減少２基金協会であった。
また、農業信用保証保険制度に対する意見としては、農業者を支援する本

制度の存続・アピールや審査事務の弾力化等の要望があった。
この調査結果については、基金協会を対象とした研修会・会議の場におい

て、情報の共有等を図り、今後のより円滑な業務運営に資するよう努めてい
くこととする。

（林業信用保証業務）
□ ６月及び12月に林業者等を対象に「林材業の業況動向調査」を実施した。

これは、東日本大震災後における関係業界における売上げ、資金繰り、設
備投資等の実績と見通し等についての状況を把握するとともに、特別調査と
して、震災保証に対する業界の関心度や取組状況等を調査した。この結果、
上期（６月）調査では、震災後の影響として全国的に軒並み低下した「売上
げ」、「資金繰り」、「純利益」及び「木材価格」の指標が、復旧・復興に取り
組まれてきている状況の下期（12月）調査では、それぞれの見通しにおいて、
相対的に改善する傾向がみられるとともに、東北を始め全国的に改善幅に上
昇傾向がみられた。
これらの結果を速やかにとりまとめ、林業者等が震災発生後、経営上直面

する課題や関心事項等を把握することにより、資金需要に応じた保証拡大に
向けての業務の参考にするとともに、信用基金ホームページに掲載するほか、
保証利用者、都道府県及びマスコミに配布して広く情報の共有を図った。

（漁業信用保険業務）
□ （社）漁業信用基金中央会、農林中央金庫等を構成員とする「漁業信用保
険連絡協議会」を23年７月に開催し、22年度決算や漁業信用保険業務の現況
等について説明し、意見交換を行った。出席者からは、東日本大震災の被害
を受けた漁協の復興に対する状況等について情報提供があり、活発な意見交
換が行われた。

□ 23年４月、８月には、基金協会の職員を対象とする基金協会主催の意見交
換会に出席し、無保証人型漁業融資促進事業の運用について等の意見交換を
行った。出席者からは、無保証人型漁業融資促進事業は担保評価の判断が難
しいため審査のレベルアップが必要等の意見が出された。
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□ 23年10月～11月には、基金協会主催のブロック会議に出席し、22年度決算
や漁業信用保険業務の現況等について説明し、意見交換を行った。出席者か
らは、漁業者等緊急保証対策事業について実施期間の延長の要望や、無保証
人型漁業融資促進事業について助成措置の拡充等の要望及び担保設定基準等
に係る質疑がなされた。

（農業災害補償関係業務）
□ 農業共済組合連合会の代表、（社）全国農業共済協会及び学識経験者を構
成員とする「農業災害補償運営協議会」を23年６月及び24年３月に開催し、
22年度決算、23年度年度計画並びに23年度の業務報告等について説明し意見
交換を行った。

□ 農業共済団体を対象に農業共済団体等の財務状況調査の集計に関するアン
ケートを24年２月に実施し、当該調査対象となる農業共済組合等の合併状況
等や調査手法等に係る改善要望等を聴取した。

（漁業災害補償関係業務）
□ 漁業共済団体に対して22年度の共済金支払資金に係る借入実績、借入条件

等についてのアンケート調査等を実施し、実態の把握を行った(23年８月)。

◇(2) 苦情への対応・体制の整備 Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 24年３月末現在、苦情に該当するような事案はなかった。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－１ ○１ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定 Ａ
適切な保険料率・保証料率・貸付 【評価結果】

金利の設定 指標の総数：７
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：７×２点＝１４点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １４点
（１４/１４＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 新たな保険料率の適用（農業信用保険業務） Ａ
(1) 保険料率・保証料率について Ａ：実施した
は、農林漁業の特性を踏まえつつ、 Ｃ：実施しなかった
引受審査能力の向上等により事故 【事業報告】
率が過大とならないよう適正な業 （20年度措置済み）
務運営を行うことを前提として、 □ 18年度の保険料率算定委員会と19年度の農業信用保証保険事業・組織問題
リスクを勘案した水準に設定す 検討会（３回開催）における検討、主務省評価委員会における審議を経て、
る。 20年３月に業務方法書の変更の主務大臣認可を得て、リスクを勘案した保険

【中期計画】 料率の改定が行われ、20年７月の新規引受分から新たな保険料率を適用した。
① 農業信用保険業務及び漁業信 以後、毎年度、後記(3)のとおり保険料率算定委員を開催し、改定後の保
用保険業務について、業務収支 険料率について検証を行うとともに、更なる改定の必要性についても検討を
の改善に向け、制度資金の政策 行っているが、現段階で更なる改定が必要という結果までには至っていない。
効果の発揮や農業者・漁業者の
負担増加にも配慮しつつ、保険 ◇(2) 新たな保険料率の適用（漁業信用保険業務） Ａ
事故の発生状況や保険収支の実 Ａ：実施した
績等に関する保険料率算定委員 Ｃ：実施しなかった
会での検討結果を踏まえ、平成 【事業報告】
20年度から保険料率の見直しを （20年度措置済み）
実施する。 □ 独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、制度資金の効果の発揮や漁業者負

担の激変緩和など、政策的に配慮しつつ、事業交付金措置や厳正な引受審査
【年度計画】 等の収支改善努力と併せて収支が均衡するよう、20年３月に業務方法書を主
(1) 保険料率・保証料率について 務大臣の認可を得て変更し保険料率の改定を行い、20年４月の新規引受分か
は、農林漁業の特性を踏まえつつ、 ら新たな保険料率を適用した。なお、保険料率を引き下げた「生活資金」に
引受審査能力の向上等により事故 ついては、20年度以降、保険引受額が増加している。
率が過大とならないよう適正な業 以後、毎年度、後記(5)のとおり保険料率算定委員を開催し、改定後の保
務運営を行うことを前提として、 険料率について検証を行うとともに、更なる改定の必要性についても検討を
リスクを勘案した水準に設定す 行っているが、現段階で更なる改定が必要という結果までには至っていない。
る。

【中期計画】 ◇(3) 保険料率算定委員会の開催及び検討（農業信用保険業務） Ａ
② 上記①の見直しの実施後にお Ａ：取り組みは十分であった
いても、引き続き、業務収支の Ｂ：取り組みはやや不十分であった
状況や保険料率・保証料率水準 Ｃ：取り組みは不十分であった
を点検し、必要に応じて、リス 【事業報告】
クを勘案して保険料率・保証料 □ 20年７月に保険料率を改定したが、今年度においては、23年12月から24年
率の見直しを行う。 ３月にかけて計４回の保険料率算定委員会を開催し、「20年７月に改正した

保険料率の基礎とした理論値」と震災の影響も踏まえた上で「新たな実績を
【年度計画】 加えて算定した理論値」について比較検証を行った。
③ このため、引き続き、業務収 その結果、農業経営維持資金等の一部において乖離がみられたが、畜産関
支の状況や保険料率・保証料率 係の特別対策や金融円滑化法による対策の効果と今後の影響を考慮する必要
水準を点検し、必要に応じて、 があることから、現段階において保険料率を変更することは適当ではないと
リスクを勘案して保険料率・保 した。また、段階別料率については、その可能性について検討していくこと
証料率の見直しを行う。 とした。

◇(4) 保証料率算定委員会の開催及び検討（林業信用保証業務） Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 24年３月に保証料率算定委員会を開催し、19年の保証料率改定時の考え方
に即して、現行の保証料率の点検とその妥当性の検討をした。
この結果、現在の中期計画中の収支相等を図る点では震災の影響も踏まえ

た上で、分析値として保証料率（理論値）を算出したが、これを実際に適用
することは、信用力が相対的に低い林業者等に対し大きな混乱や影響を及ぼ
すことから現実的ではないとし、厳しい運営事情が続く被保証者の負担（保

証料）がこれ以上に増えないよう、当面は現行の保証料率の体系及び水準を
維持することにより、信用保証の需要や代位弁済等の動向を注視していく方
向で対応する方針とした。
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◇(5) 保険料率算定委員会の開催及び検討（漁業信用保険業務） Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 24年１月及び３月に保険料率算定委員会を開催し、「20年４月に改正した
保険料率の基礎とした理論値」と「22年度保険事業実績を加えて算定した理
論値」について比較分析を行った。
その結果、
① 全体的な傾向としては、料率区分別の推移をみると、「20トン以上」

で下降し、「その他」で上昇しているが、資金種類別の推移をみると、
経営安定資金や事業資金でその変化は安定しておらず、今後の推移を注
視する必要がある。

② 近年の厳しい経済情勢を背景にした政府全体の経済対策の一環とし
て、水産業経営についても特別の政策措置として21～22年度に燃油高騰
等による漁業情勢悪化の影響を受け資金繰りに窮している中小漁業者等
に対し漁業緊急保証対策事業が実施され、さらに、23年度に東日本大震
災による影響を受けた中小漁業者等に対して、漁業者等緊急保証対策事
業が実施されている。

等のことから、現状において保険料率を引き上げることは適当でないと考え
られ、現時点において保険料率は据置くこととし、引続きその状況を注視す
ることとした。

【中期計画】 ◇(6) 適切な貸付金利の設定（農業・漁業信用保険業務） Ａ
(2) 基金協会及び共済団体等に対す Ａ：適切であった
る貸付金利（低利預託原資貸付に Ｃ：不適切であった
係るものを除く。）については、 【事業報告】
貸付目的､ 市中金利等を考慮した （農業信用保険業務）
適切な水準に設定する。 □ 基金協会の保証能力の維持増大及び保証債務の円滑な履行に資するために

行っている基金協会への貸付金利については、市中金利の動向等を参考とし
【年度計画】 て、0.0130％～0.0230％で248件の貸付を実行した（22年度の貸付金利は、
(2) 基金協会及び共済団体等に対す 0.0160％～0.0540％、貸付件数229件）。今後も、適切な貸付金利となるよう
る貸付金利（低利預託原資貸付に 金利情勢を注視しつつ適宜検討していく。
係るものを除く。）については、
以下のとおり、貸付目的、市中金
利との兼ね合い等を考慮した適切 （漁業信用保険業務）
な水準に設定する。 □ 基金協会の保証能力の維持増大及び保証債務の円滑な履行に資するために
① 農業信用保険業務及び漁業信 行っている基金協会への貸付金利については、市中金利の動向等を参考とし
用保険業務における貸付金利 て、0.0130％～0.0220％で318件の貸付を実行した（22年度の貸付金利は、
は、日本銀行が作成する「預金 0.0160％～0.0465％、貸付件数358件）。今後も、適切な貸付金利となるよう
種類別店頭表示金利の平均年利 金利情勢を注視しつつ適宜検討していく。
率等について」における預入期
間ごとの利率のうち、貸付期間
に対応するものに1/2を乗じて
得た率とする。

【年度計画】 ◇(7) 適切な貸付金利の設定（農業・漁業災害補償関係業務） Ａ
② 農業災害補償関係業務及び漁 Ａ：適切であった
業災害補償関係業務における貸 Ｃ：不適切であった
付金利は、短期プライムレート 【事業報告】
等市中金利を勘案した適切な率 （農業災害補償関係業務）
とする。 □ 市中金利等を勘案した金利で貸付を行った。

３月以内 ０．３００％
３月超６月以内 ０．５００％
６月超１年以内 ０．８００％

（漁業災害補償関係業務）
□ 市中金利等を勘案した金利で貸付を行った。

３月以内 ０．３００％
３月超６月以内 ０．５００％
６月超１年以内 ０．８００％
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－２ ○２ 引受審査の厳格化等 Ａ
引受審査の厳格化等 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：５×２点＝１０点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １０点
（１０/１０＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 基金協会との事前協議の徹底(農業信用保険業務) Ａ
(1) 農業信用保険業務及び漁業信用 Ａ：事前協議は十分に実施した
保険業務において、基金協会との Ｂ：事前協議はやや不十分であった
事前協議の徹底を図る。 Ｃ：事前協議は不十分であった
① 農業信用保険業務において、 【事業報告】
基金協会の保証要綱等の制定・ □ 引受審査の厳格化
改正に伴う協議を実施するとと ・ 大口保険引受案件（333件（条件変更含む））についてすべて事前協議
もに、大口保険引受案件及び大 を実施した（22年度534件）。
口保険金請求案件の事前協議を ・ 大口保険引受案件等に係る事前協議時においては、必要に応じ、基金協
実施する。 会と対面での協議を実施した（11協会）（22年度７協会）。

対面に要する日数等は次のとおりである（平均）。
【年度計画】 ① 人数：相手方２人、当方３人
(1) 農業信用保険業務及び漁業信用 ② １回当たりの協議時間：半日
保険業務において、基金協会との ③ １案件当たりの協議回数：１回、その後、電話、書面及び電子メー
事前協議の徹底を図る。 ルにより協議
① 農業信用保険業務において、 ・ 個別案件については、被保証人の財務内容、資金の償還可能性等を総合
基金協会の保証要綱等の制定・ 的に勘案した協議を実施しており、大口保険引受案件事前協議333件（条
改正に伴う協議を実施するとと 件変更含む）のうち、取り下げ等19件となった（22年度30件）。
もに、大口保険引受案件及び大
口保険金請求案件の事前協議を □ 部分保証の実施
実施する。 ・ 大口保険引受案件事前協議333件については財務状況や事業計画等を中

心に確認した。部分保証の対象となる大家畜特別支援資金７件、家畜飼料
特別支援資金１件については部分保証割合の設定についても確認した
（22年度は、農業経営負担軽減支援資金５件、畜産経営維持緊急支援資金
115件、家畜飼料特別支援資金32件。件数の減少は畜産経営維持緊急支援
資金、家畜飼料特別支援資金が22年度（震災３県は６月末まで）で終了し

たため。）。

□ 大口保険金請求対象案件の事前協議
・ 大口保険金請求対象案件（24件）について、基金協会からの資料提出又
は対面により事前協議を実施した。

・ このうち、基金協会との対面での協議は、９件であった（22年度６件）。

□ 大口保険引受案件及び大口保険金請求対象案件に係る基金協会との事前協
議について、一層の徹底を図ることとして次のとおり19年度より実施してい
る。
・ 大口保険引受案件の事前協議について、農業経営負担軽減支援資金・畜
特資金・家畜飼料特別支援資金の対象金額を１億円から５千万円に引下げ
た。

・ 21年６月に畜産経営維持緊急支援資金を事前協議案件として追加した。
・ 大口保険金請求案件の事前協議の対象案件の要件について、従前の「法
人５千万円以上、個人３千万円以上」から、法人・個人を問わず「一律３千
万円以上」とし、審査対象案件の範囲を広げた。

□ 大口保険引受案件、大口保険金請求対象案件の事前協議による信用基金と
基金協会の認識の共有、情報の蓄積により、保険金支払の増加が抑制されて
いる。

【中期計画】 ◇(2) 基金協会との事前協議の徹底(漁業信用保険業務) Ａ
② 漁業信用保険業務において、 Ａ：事前協議は十分に実施した
被保証人の業務及び財務状況を Ｂ：事前協議はやや不十分であった
踏まえた、より的確な引受審査 Ｃ：事前協議は不十分であった
の実現に取り組むとともに、基 【事業報告】
金協会との大口保証引受案件及 □ 引受審査の厳格化
び大口保険金請求案件について ・ 大口保険引受案件（51件）についてすべて事前協議を実施した（22年度
の事前協議や求償権に関する情 52件）。
報の共有化を推進する。 ・ 大口保険引受案件に係る基金協会との事前協議において照会・確認しな

がら協議を実施し、当該基金協会との間で認識の共有、情報の蓄積に努め
【年度計画】 ることにより審査の一層の効率化・厳格化に活用している。
② 漁業信用保険業務において、 ・ 大口保険引受案件事前協議について、保証保険取扱要領においては、基
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被保証人の業務及び財務状況を 金協会は信用基金に「保証決定予定日の１月前までに」協議書を提出する
踏まえた、より的確な引受審査 旨が規定されているが、緊急保証に係る案件については、早急に対応でき
の実現に取り組むとともに、基 るよう１月を切る案件においても協議の受付をする旨を基金協会に通知し
金協会との大口保証引受案件及 ている。
び大口保険金請求案件について
の事前協議や求償権に関する情 □ 大口保険引受案件に係る基金協会との事前協議について、一層の徹底を図
報の共有化を実施する。 ることとして次の通り実施している。

・ 19年度から大口保険引受案件について、借替緊急融資資金については、
保証額に係るそれぞれの額の２分の１を基準額とした。

・ 20年度から、保険引受リスクの高い経営安定資金及び緊急融資資金につ
いて、信用基金と基金協会との年度当初の保証保険契約から除外し、該当
案件が生じる度に個別に審査を行ったうえで、保証保険契約金額の変更に
より対応することとした。
※ 23年度保証保険契約変更件数29件（うち緊急保証対策ではない契約変
更件数14件、うち経営安定資金に係る個別審査１件、緊急融資資金に係る
個別審査２件、事業資金に係る個別審査９件）。

□ 大口保険金請求案件の事前協議
・ 大口保険金請求案件のうち、事前協議を実施したのは215件であった
（22年度70件）。

・ 大口保険金請求案件の代弁事前協議審査に係る情報の共有、意見調整に
ついては、基金協会から提出された協議資料の内容について基金協会と電
話等により記載事項の検証を行っており、代位弁済の妥当性や回収見込み
等について当該基金協会との間で認識の共有に努めている。

・ 事前協議及び保険金支払いに係る審査を通じて得られた情報及び知見に
ついて整理・蓄積し、活用することによって、事故の回避に繋がるなど保
証保険の適切な運営が図られた。

□ 求償権回収に関する事前協議
・ 基金協会から23年３月末現在の「求償権分類管理表」の提出を受け、回
収見込額及び回収経過等についての情報を共有し、求償権の管理・回収の
強化を図った（個別協議実施協会：９協会）（22年度12協会）。

・ 求償権回収の一層の促進を図るため、上半期の求償権回収実績が一定割
合（23年度52.77％）に満たない基金協会を対象に10～12月にかけて求償
権回収の進捗に係る協議を行った（個別協議実施協会：15協会）（22年度
23協会）。

・ 求償権回収に関する協議については、求償権回収促進に資する機会であ
ると認識されていることから、積極的に取り組んでいるものと考える。

□ 大口保険引受案件、大口保険金請求対象案件の事前協議による信用基金と
基金協会の認識の共有、情報の蓄積により、保険金支払の増加が抑制されて
いる。

【中期計画】 ◇(3) 保証審査・求償権管理回収に係る研修の実施 Ａ
(2) 信用基金職員及び基金協会向け Ａ：取り組みは十分であった
の保証審査・求償権管理回収に係 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
る研修会を開催する。 Ｃ：取り組みは不十分であった

【事業報告】
【年度計画】 （農業信用保険業務）
(2) 信用基金職員及び基金協会向け □ 保証審査実務担当者研修会を９月１日～２日の２日間にわたり実施（東京
の保証審査・求償権管理回収に係 都）し、基金協会の職員50名が参加した。参加率は85％（40協会／47協会）
る研修会を開催する。 であった。研修内容は、①実践財務分析、②資金需要について、③実践事

例演習、であり、満足度90％であった。
また、求償権管理回収等事務研修会を９月29日～30日の２日間にわたり実

施（東京都）し、基金協会の職員52名が参加した。参加率は91％（43協会／
47協会）であった。研修内容は、①相続に関する法的手続き、②求償権の回
収事例研究、③債務者に対する交渉術について、④中小企業信用補完制度に
ついてであり、満足度94％であった。
なお、基金協会のニーズも高く、継続希望もあることから職員の資質向上

に寄与しているものと考えられる。

（漁業信用保険業務）
□ 基金協会及び信用基金の職員を対象として、23年８月４日に（社）漁業信
用基金中央会との共催で「無保証人型漁業融資促進事業に係る実務担当者会
議」を開催し、無保証人型漁業融資促進事業について説明会を行った。出席
者からは、活発な質疑がなされた。
また、24年２月23日～２月24日には、基金協会及び信用基金の職員を対象

として、（社）漁業信用基金中央会との共催で「全国研修会」を開催し、基
金協会の職員47名が参加した。参加率は86％（36協会／42協会）であった。
研修内容は、①保険金支払い審査について、②大口保証に係る事前協議の書
類作成についてであり、満足度は86.4％であった。アンケートにおいて、「実
例があり参考になった。」、「勉強になった。」等の感想があったことから、基
金協会職員の知識の向上に寄与したと考える。
なお、課題の設定等については、昨年度の当該研修会のアンケート結果を

踏まえて検討し、研修内容が形骸化しないよう工夫した。

【中期計画】 ◇(4) 信用基金の相談機能の強化 Ａ
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(3) 研修等による信用基金職員の資 Ａ：取り組みは十分であった
質の向上、現地協議の推進等によ Ｂ：取り組みはやや不十分であった
り、信用基金の相談機能を強化す Ｃ：取り組みは不十分であった
る。 【事業報告】

（農業信用保険業務）
【年度計画】 □ 東日本大震災関係
(3) 研修等による信用基金職員の資 東日本大震災に対処するため23年３月に相談窓口を設置し、随時基金協会
質の向上、現地協議の推進等によ と相談・協議を行うとともに、上記の現地協議の際に被災した３基金協会（岩
り、信用基金の相談機能を強化す 手県・宮城県・福島県）に出向き、保証引受や代位弁済等に係る協議・相談
る。 を行った。

□ その他相談機能の強化
電話等により随時、基金協会の保証引受案件の保証保険に関しての相談に

対応し、主要相談件数は49件であった（22年度29件）。
また、大口保険引受案件（経営不振先）についての経営状況および期中管

理等を把握するための現地協議を予定した５基金協会について、すべて実施
した（22年度６協会）。
保険金の支払・回収に関しては、求償権の管理・回収等の強化及び事故防

止等を図るため現地協議を10基金協会実施（22年度９協会）。
なお、基金協会からの申し出に基づく基金協会との個別協議については延

べ10基金協会実施（22年度延べ４協会）。
基金協会からの法務相談等について、顧問弁護士に相談したり、参考文献

等を活用して２件全てに回答した（22年度２件）。

（林業信用保証業務）
□ 東日本大震災関係
・ 23年３月11日（金）の東日本大震災発生後、14日（月）に速やかに信用
基金ホームページにおいて、地震被害に係る相談窓口を開設するとともに、
具体的な対応として、受付等の簡素化、契約変更手続き（期間延長、代位
弁済方法の変更等）の迅速化など、被災者等の負担軽減が図られるように
した。

・ 第１次補正予算の成立後直ちに林業信用保証業務細則の特例業務細則を
制定・施行して「東日本大震災復旧緊急保証」の受付を開始するとともに、
岩手県・宮城県・福島県の県庁、関係業界団体、融資機関等に出向いて保
証内容について説明・相談等を行った。

・ 林業者等が震災保証に係る資金等を調達するのに必要な相談に応じる
ため、12月29日、30日の２日間相談窓口を開設し、資金繰りの相談等に
応じた（１件）。

・ このほか、23年度補正予算で措置された震災保証の受付期間（24年３月
31日まで）を踏まえ、融資機関や関心のある林業者等に重点を置き、「林
材業の業況動向調査」の取りまとめ結果を送付し更なるPR等を重ねるなど
幅広く相談機能等の活用に資するよう対応しているところである。

（漁業信用保険業務）
□ 東日本大震災関係

23年度第１次補正予算の成立に伴い関連規程を整備し「漁業者等緊急保証
対策事業」等に係る事務処理を速やかに行えるようにするとともに、岩手県
・宮城県・福島県の基金協会及び金融機関等に出向き、保証引受や代位弁済
等に係る説明・相談を行った。

□ その他相談機能の強化
基金協会との個別協議を実施し、現地協議の推進等により信用基金の相談

機能を強化した。
・ 大口保険引受等に係る個別協議の実施
・ 大口保険引受案件についてすべて事前協議を実施し、件数は51件であ

った（22年度52件）。

【中期計画】 ◇(5) 林業信用保証業務における引受審査の厳格化等への取組 Ａ
(4) 林業信用保証業務においては、 Ａ：取り組みは十分であった
財務状況の的確な判断等による審 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
査の厳格化、優良事業体への保証 Ｃ：取り組みは不十分であった
利用促進の働きかけ等による優良 【事業報告】
保証の確保を講ずるほか、債務保 □ 引受審査の厳格化
証先の財務状況のフォローアップ 保証引受審査に当たっては、経済状況の変化を勘案する必要から、定量要
の在り方について専門家を交えた 因については、当該申請企業の財務諸表（新規の者は直近３年分、継続利用
経営診断・指導等を実施すること の者は直近５年分、更に必要に応じて試算表徴求）を、定性要因については、
により抜本的な見直しを行う。 経営者の経験年数・事業沿革・取引先情報、融資機関所見等を融資機関より

徴求するとともに、当信用基金の保有する資産査定データ等も活用して財務
【年度計画】 状況を的確に把握している。
(4) 林業信用保証業務において、財 これにより、新規・増額案件、財務内容不良案件等について、総括調整役
務状況の的確な判断等による審査 （林業担当）等を構成員とする審査協議会で、業況や財務状況の今後の見通
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の厳格化、優良事業体への保証利 し、担保等による保全の可否等を踏まえた厳格な保証審査を行った（全体の
用促進の働きかけ等による優良保 審査件数1,944件、うち審査協議件数429件。この結果、保証審査による減
証の確保を講ずるほか、専門家を 額等89件（25.8％、24年3月末時点））。
交えた経営診断・指導に取り組
む。 □ 適切な期中管理

このほか、新規保証予定企業の現地調査や既保証先の適切な期中管理等を
目的とした現地での経営診断・指導（現地調査等64件（24年３月末時点（22年
度は年間57件））、経営悪化がみられる保証先について融資機関等との協議に
よる経営健全化への支援等の審査の厳格化に関連する取組を行った。

□ 東日本大震災への対応
東日本大震災による事故・代位弁済抑制として、

・ 決算書等による財務内容の把握から、財務内容が著しく悪化した場合は
財務改善計画の策定を求め、計画と実績の進捗管理

・ 必要に応じて震災保証に対して、現地調査の実施による財務改善に向け
た指導・助言等を強化

等を実施しているところである。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－３ ○３ モラルハザード対策 Ａ
モラルハザード対策 【評価結果】

指標の総数：６
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：６×２点＝１２点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 １２点
（１２/１２＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) モラルハザード防止対策の検討（農業信用保険業務） Ａ
(1) 農業信用保険業務及び漁業信用 Ａ：取り組みは十分であった
保険業務について、金融機関にお Ｂ：取り組みはやや不十分であった
けるモラルハザード防止の観点か Ｃ：取り組みは不十分であった
ら、農漁業者の負担や国庫負担の 【事業報告】
増加を避けることに留意しつつ、 □ 農業信用保険業務においては、モラルハザード対策として、19年度より農

部分保証やペナルティー方式（代 業経営負担軽減支援資金、畜特資金について借入者の負債比率に応じた部分
位弁済時等に一定額を金融機関が 保証の導入を実施し、また、家畜飼料特別支援資金についても、モラルハザ
負担する方式）などモラルハザー ード防止策を考慮して、20年度から70％の保証の取扱いを導入しているとこ
ドの防止対策を国との連携を図り ろである。
ながら総合的に検討する。 「農業信用保険業務あり方検討会」において、23年12月及び24年３月に検

討し、保険収支の悪い資金を中心に部分保証や融資機関に代位弁済時等に負
【年度計画】 担を求める措置を実施しており、今後の保険収支等の状況を見ながら、引き
(1) 農業信用保険業務について、部 続き検討していくこととした。
分保証やペナルティー方式などモ
ラルハザードの防止対策を農業者
等の負担の増加を避けることに留
意しつつ、国との連携を図りなが
ら総合的に検討する。

【中期計画】 ◇(2) 経営安定資金（漁業信用保険業務）への部分保証の導入 Ａ
(2) 漁業信用保険業務について、平 Ａ：実施した
成20年度から経営安定資金に部分 Ｃ：実施しなかった
保証を導入する。 【事業報告】

（20年度措置済み）
【年度計画】 □ 20年２月に、主務大臣の認可を得て基金協会の業務方法書を改正し、モラ
(2) 漁業信用保険業務について、部 ルハザード防止の観点から、経営安定資金について部分保証（保証割合80％）
分保証やペナルティー方式などモ を導入した。20年４月から、新規引受分について適用を開始したところであ
ラルハザード防止対策を漁業者等 る。
の負担の増加を避けることに留意
しつつ、国との連携を図りながら ◇(3) モラルハザード防止対策の検討（漁業信用保険業務） Ａ
総合的に検討する。 Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 金融機関におけるモラルハザード防止の観点から、昭和57年度以降、緊急
融資資金について、代位弁済事故があった際に、金融機関が代位弁済額の５～
15％を基金協会に対し出資する「特別出資制度」を導入してきている。
加えて、20年４月から経営安定資金に部分保証（保証割合80％）を導入し

たところである。

□ 上記を踏まえ、24年３月に、「漁業信用保険業務あり方検討会」を開催し、
現状のモラルハザード防止対策の効果等の検討を行った。検討の結果、現行
のモラルハザード防止対策が、収支均衡に一定の効果をもたらしていると推
察されること等から、現状においては、各項目毎のモラルハザード対策を着
実に実施することが重要とし、引き続き、保険収支や漁業金融の情勢等を注
視しつつ、引き続き、総合的に分析、検討していくこととした。

【中期計画】 ◇(4) 林業信用保証業務における100％保証の対象資金の限定 Ａ
(3) 林業信用保証業務について、平 Ａ：実施した
成20年度から100％保証の対象を Ｃ：実施しなかった
法定計画認定者に係る資金、間伐 【事業報告】
の実施に係る資金等政策性のより （20年度措置済み）
高いものに限定し、部分保証の対 □ 20年４月に、主務大臣の認可を得て、業務方法書、林業信用保証業務細則
象を拡大する。併せて、メニュー 等の見直しを行い、100％保証の対象を制度資金、間伐材資金等の政策性の
の統合を行う。 より高いものに限定した。20年６月１日の保証申込受付分から適用した。

◇(5) 林業信用保証業務における対象資金のメニューの統合 Ａ
Ａ：実施した
Ｃ：実施しなかった
【事業報告】
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（20年度措置済み）
□ 20年４月に、主務大臣の認可を得て、業務方法書、林業信用保証業務細則
等の見直しを行い、林業者を取り巻く状況の変化等に対応するため、従来９メ
ニューの100％保証の対象を４メニューに統合（組合資金等の資金メニュー
を廃止し、林業・木材産業支援資金を創設）し、20年６月１日の保証申込受
付分から適用したところである。

【年度計画】 ◇(6) 部分保証対象の拡大等の措置状況の点検 Ａ
(3) 林業信用保証業務について、 Ａ：取り組みは十分であった
20年度に実施した部分保証対象の Ｂ：取り組みはやや不十分であった
拡大等の措置後の状況について点 Ｃ：取り組みは不十分であった
検を行う。 【事業報告】

□ 23年度計画においては、「20年度に実施した部分保証対象の拡大等の措置
後の状況について点検を行う。」としており、24年3月の「保証料率算定委員
会」において、その執行状況の点検を行った。

□ これまでの点検結果
(1) 20年度の100％保証のメニュー再構築後の状況として、近年の低迷する

経済状況等に加え、東日本大震災などにより、100％保証の保証引受（シ
ェア）が増加している実態にある。

(2) 一方で、原則部分保証の、きのこ生産資金についても、原発事故によ
る風評被害等への対応が重要となっている事情にある。

(3) このようなことから、相対的に信用力が低い林業・木材産業界への支
援を勘案すると、モラルハザード対策を継続しつつも、政策的な資金に
対する保証は、柔軟に取り扱うことが必要との点検結果になっている。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－４ ○４ 求償権の管理・回収の強化等 Ｂ
求償権の管理・回収の強化等 【評価結果】

指標の総数：５
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：３×２点＝ ６点
評価Ｂの指標数：２×１点＝ ２点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ８点
（８/１０＝８０％）

【中期計画】 ◇(1) 回収金の実績 Ｂ
基金協会、債権回収業者（サー Ａ：設定した目標が達成された

ビサー）等との連携等による求償 Ｂ：設定した目標が概ね達成された
権の管理・回収を強化し、回収実 Ｃ：設定した目標が達成されなかった
績を向上させるとともに、保険料 ※ 本指標の評価に当たっては、業務ごとの回収金の実績を検証した上で、
・保証料・貸付金利息を確実に徴 評価するものとする。
収する。 【事業報告】

□ 23年度の回収金収入の目標は45億61百万円で、回収実績は46億16百万円と
【年度計画】 なり、達成率は101.2％となった。
(1) 農業信用保険業務においては、目標30億62百万円に対して実績は31億19百
ア．求償権の管理・回収について 万円で、達成率は101.9％、林業信用保証業務においては、目標４億５百万
は、現地回収交渉や仮差押え、 円に対して実績は４億13百万円、達成率は101.9％、漁業信用保険業務にお
競売等の法的措置を講じるほ いては、目標10億94百万円に対して実績は10億84百万円、達成率は99.0％で
か、基金協会、債権回収業者（サ あった。
ービサー）等との連携等により、
回収実績の向上に努める。 □ 漁業信用保険業務においては、保証人の高齢化等回収財源の劣化が進んで

イ．平成23年度における回収金収 いること等によるためである。
入については、4,561百万円を
見込む。

◇(2) 回収実績向上のための取組（農業信用保険業務） Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 23年度においては、８月から11月にかけて10基金協会との現地協議を実施
し、保険金残高が１千万円以上の大口求償債務者の回収見込額及び回収経過
についてヒアリングを行い、回収強化を働きかけた（22年度９協会）。

◇(3) 回収実績向上のための取組（林業信用保証業務） Ａ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 15年度以降、求償権回収業務の一部を債権回収業者(サービサー)に委託す
ることにより、専門的な債権回収交渉等を行い、回収実績向上に取り組んで
いるところであるが、23年度においては、新たに１社と委託契約を行い３社
による体制とし、外部委託を活用し、事務の効率化に取り組んでいるところ
である。

◇(4) 回収実績向上のための取組（漁業信用保険業務） Ｂ
Ａ：取り組みは十分であった
Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 求償権を有する38の基金協会から、23年３月末現在の「求償権分類管理表」
の提出を受け、回収見込額及び回収経過等について情報を共有するとともに、
求償権回収方針や求償債務者の現況等について９の基金協会との個別協議
（うち現地協議９協会）の実施を通じ、基金協会との連携強化に努めた（22年
度12協会うち現地協議12協会）。

目標 23年度 達成率

(Ａ) 実績(Ｂ) (Ｂ÷Ａ)

回収金収入 農業信用保険業務 3,062 3,119 101.9%

求償権回収収入 林業信用保証業務 405 413 101.9%

回収金収入 漁業信用保険業務 1,094 1,084 99.0%

4,561 4,616 101.2%合 計

回
収
金
収
入

区 分

（単位：百万円）
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また、求償権回収の一層の促進を図るため、上半期の求償権回収実績が一
定割合に満たない基金協会を対象に、10～12月にかけて求償権回収の進捗に
係る個別協議を行った（個別協議実施協会：15協会）（22年度23協会）。

【年度計画】 ◇(5) 保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収 Ａ
(2) 保険料・保証料、貸付金利息の Ａ：確実に徴収した
確実な徴収に努める。 Ｂ：徴収はやや不十分であった

Ｃ：徴収は不十分であった
【事業報告】

□ 保険料、保証料及び貸付金利息については、定められた金額を定められた
期日に確実に徴収した。

（単位：百万円）

23年度

保険料 3,660

貸付金利息 30

保険料 1,010

貸付金利息 13

林業信用保証業務 保証料 486

農業信用保険業務

漁業信用保険業務
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－５ ○５ 代位弁済率・事故率の低減 Ａ
代位弁済率・事故率の低減 【評価結果】

指標の総数：３
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：３×２点＝ ６点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ６点
（６/６＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 農業信用保険業務における事故率 Ａ
２及び３の取組により、中期目 Ａ：設定した目標の達成度合が100％以上と見込まれる

標期間中に保証契約・保険契約を Ｂ：設定した目標の達成度合が70％以上100％未満と見込まれる
締結した案件については、林業信 Ｃ：設定した目標の達成度合が70％未満と見込まれる
用保証業務においてはその代位弁 中期目標期間中に保険引受した案件の当該期間中の保険金支払額／
済率を2.94％以下とし、また、基 （中期目標期間中に保険引受した額×保険補填率（70％））
金協会の代位弁済が保険事故とな 【事業報告】
る農業信用保険業務にあってはそ □ 23年度末時点での事故率は0.08％であった（中期目標期間中に0.12％以
の事故率を0.12％以下、漁業信用 下）。
保険業務にあってはその事故率を なお、東日本大震災による被災農業者に対しては、償還期限の延長等の措
1.15％以下とする。この場合、代 置が取られているため、23年度においては東日本大震災に係る保険金支払事
位弁済率・事故率は、経済情勢、 故への影響が少なかった（東日本大震災による影響を除いても0.08％）。
国際環境の変化、災害の発生、法
令の変更等外的要因により影響を ◇(2) 林業信用保証業務における代位弁済率 Ａ
受けることについて配慮する。 Ａ：設定した目標の達成度合が100％以上と見込まれる

Ｂ：設定した目標の達成度合が70％以上100％未満と見込まれる
【年度計画】 Ｃ：設定した目標の達成度合が70％未満と見込まれる

代位弁済率及び事故率について 中期目標期間中に保証引受した案件の当該期間中の代位弁済額／中期
は、中期目標期間中に保証契約・ 目標期間中に保証引受した額
保険契約を締結した案件について 【事業報告】
の代位弁済率及び事故率を指標と □ 23年度末時点での代位弁済率は2.39％であった（中期目標期間中に2.94％
して、中期目標の達成に向けての 以下）。
進捗状況の把握に努める。この場 なお、23年度においては代位弁済額全体で前年度を上回り、うち東日本大
合、代位弁済率・事故率は、経済 震災に係る代位弁済額が全体の約26％となったものの、東日本大震災による
情勢、国際環境の変化、災害の発 被災者等に対しては、償還期限の延長措置等の措置が取られた効果などから、
生、法令の変更等外的要因により 代位弁済率の大幅な上昇は見られなかった（東日本大震災による影響を除い
影響を受けることについて配慮す た場合、代位弁済率は2.12％）。
る。

◇(3) 漁業信用保険業務における事故率 Ａ
Ａ：設定した目標の達成度合が100％以上と見込まれる
Ｂ：設定した目標の達成度合が70％以上100％未満と見込まれる
Ｃ：設定した目標の達成度合が70％未満と見込まれる
中期目標期間中に保険引受した案件の当該期間中の代位弁済額／中期
目標期間中に保険引受した額

【事業報告】
□ 23年度末時点での事故率は2.13％であった（中期目標期間中に1.15％以
下）。

23年度の事故率は2.13％であるが、東日本大震災の津波被害等による
1.73％が大きく影響しているものであり、保証保険引受審査等信用基金が努
力することができない事情によるものである。なお、東日本大震災による影
響を除くと0.4％となる。

□ また、24年度末で金融円滑化法の適用期限を迎えること等から、代位弁済
率、事故率の動向を注意深く見ていくことが必要となっている。

(1)～(3)
※ 代位弁済率・事故率の評価に当たっては、代位弁済率・事故率が、経済
情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を
受けることについて配慮するものとする。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－６ ○６ 基金協会及び共済団体等に対する貸付けの回収 Ａ
基金協会及び共済団体等に対する Ａ：取り組みは十分であった

貸付けの回収 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった

【中期計画】 【事業報告】
基金協会及び共済団体等に対す （農業信用保険業務、漁業信用保険業務）

る貸付けについては、引き続き適 □ 基金協会に対する貸付けについては、借入申込書・金銭消費貸借証書及び
正な審査を行うとともに、その回 代位弁済実施計画書の審査を迅速・的確に処理するとともに、貸付金の回収
収については、確実に徴収するも については、基金協会に対して予め償還期限、回収額及び利息を通知するこ
のとする。 とにより、期日どおり全額回収した。

【年度計画】 （農業災害補償関係業務・漁業災害補償関係業務）
基金協会及び共済団体等に対す □ 共済団体等に対する貸付けについては、貸付けに係る借入申込書及び償還

る貸付けについては、引き続き適 計画書等の審査を迅速・的確に処理するとともに、貸付金の回収については、
正な審査を行うとともに、その回 共済団体等に対して予め償還期限、回収額及び利息を通知することにより、
収については、確実な徴収に努め 期日どおり全額回収した。
る。

件数 金額 件数 金額 件数 金額

長期資金 178 24,657 222 24,657 433 49,137

短期資金 70 947 74 808 38 538

全国低利預託基金 49 1,955 126 3,869 0 0

長期資金 318 17,915 318 17,915 545 27,250

短期資金 12 3,171 12 2,490 3 1,085

特別資金 1 40 0 0 2 150

全国低利預託基金 6 297 12 628 0 0

13 5,288 13 5,596 6 971

15 17,194 14 15,815 14 5,685

期中貸付額 期中回収額 期末貸付残高

（単位：件、百万円）

漁業災害補償関係業務

農業信用保険業務

漁業信用保険業務

農業災害補償関係業務

区 分
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第３－７ ○７ 資産の有効活用 Ａ
資産の有効活用 Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分であった
【中期計画】 Ｃ：取り組みは不十分であった

信用基金の保有する職員用宿舎 【事業報告】
について、効率的な活用を促進し、 □ 23年度の宿舎利用率は70%(全30戸中21戸)、うち共同利用は１戸である。
自己収入の増加や経費の節減を図
る観点から、他の独立行政法人や
国との共同利用を推進する。

【年度計画】
他の独立行政法人や国に対し、

信用基金の保有する職員用宿舎の
共同利用について､積極的な周知
を図り、共同利用を推進する。

□ なお、「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成24年４月３日行政改
革実行本部決定）を踏まえ、24年内に宿舎の廃止計画を作成することとして
いる。

区 分 20年度 21年度 22年度 23年度

利用戸数 20 21 23 21

利用率 67% 70% 77% 70%

うち、共同利用 0 1 1 1

（注）各年度とも４月１日現在の実績である。

（単位：戸）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第４－１ ○１ 経費(業務経費及び一般管理費)節減に係る取組 Ｂ
経費(業務経費及び一般管理費)節 Ａ：取り組みは十分であった

減に係る取組 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
※ 本指標の評価に当たっては、中期計画に定める「業務運営の効率化によ
る経費の抑制」の評価結果及び勘定ごとの当期損失の状況に十分配慮する
とともに、利益剰余金の発生要因等も踏まえて評価するものとする。

【事業報告】
□ 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償
権回収事業委託費）については、141億55百万円の支出であり、19年度予算対
比で3.1％の増加となった。一般管理費（人件費及び公租公課により増減する
経費を除く）については、５億21百万円の支出であり、19年度予算対比で
25.8％の削減となった。

□ 当期損益は、法人全体で24億18百万円の当期総利益を計上し、利益剰余金
は97億82百万円となった。
これを勘定ごとにみると、
農業信用保険勘定では、畜産関係対策や金融円滑化法等により保険金の支

払額が減少したこと、支払備金の戻入等により、21億45百万円の当期純利益
を計上した。
林業信用保証勘定では、東日本大震災復旧緊急保証の実施等により保証残

高が増加し保証債務損失引当金繰入が発生したこと、東日本大震災が原因に
よる代位弁済の増加等から求償権償却引当金繰入が発生したこと等により、
当期純損失は14億53百万円となった。そのため、繰越欠損金は前年度８億50百
万円から23億３百万円の計上となった。
漁業信用保険勘定では、漁業者等緊急保証対策事業の実施等により保険料

収入が増加したこと、責任準備金を戻入れたこと等により、当期純利益が17億
57百万円となった。なお、東日本大震災による保険金支払が増加したが、保
証保険資金等緊急支援事業交付金の受入れ及び同交付金の費用化により全額
充当された。
農業災害補償関係勘定では、財務収益の減少等により、当期純損失は31百

万円となった。
漁業災害補償関係勘定では、貸付金利息収入の減少等により、当期純損失

は19百万円となった。このため、前中期目標期間繰越積立金を同額取り崩し
て充てた。
この結果、利益剰余金は、農業信用保険勘定では93億５百万円、漁業信用

保険勘定では25億23百万円、農業災害補償関係勘定では85百万円、漁業災害
償関係勘定では１億73百万円となった。

□ 農業信用保険勘定及び漁業信用保険勘定において損益計算により生じた利
益は、積立金として計上し、目的積立金は計上しなかった。これは、保険事
故等の発生によって生じた損失の補てんに充てる必要があることによるもの
である。

□ 信用基金における有価証券の運用方針、運用管理体制等は、余裕金運用管
理要領（理事長決裁）に基づいて実施しており、主な内容は以下のとおりで
ある。
① 社債に関する投資適格基準は、格付機関のすべての格付けがシングル

Ａマイナス以上とし、１発行体当たりの保有限度額は、各勘定の債券運
用総残高の５％相当額以内で、１回１銘柄当たりの取得限度額は５億円
を上限。

② 運用役として、10年を超える債券の購入決定は理事長が、それ以外の
運用事務を総括理事又は副理事長等が担当。

③ 運用役は、保有債券について、毎月末の格付け及び時価を確認し、著
しい下落のあったものについて必要な対応を検討。

19年度 23年度 増減率

区 分 予算(Ａ) 決算(Ｂ) (Ｂ－Ａ)÷Ａ 19年度決算 増減率

(Ｃ) (Ｂ－Ｃ)÷Ｃ

事業費 13,727 14,155 3.1% 12,483 13.4%

一般管理費 702 521 △ 25.8% 503 3.4%

○事業費、一般管理費

（参考）

（単位：百万円）

区 分
農業信用
保険勘定

林業信用
保証勘定

漁業信用
保険勘定

農業災害補
償関係勘定

漁業災害補
償関係勘定

合 計

当期損益 2,145 △ 1,453 1,757 △ 31  - 2,418

利益剰余金 9,305 △ 2,303 2,523 85 173 9,782

（単位：百万円）
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④ 余裕金運用委員会（構成：総括理事、財務担当理事等）が運用状況実
績を検証。

⑤ 早期警戒対応として、運用監理役は、保有債券のうち時価が100円未満
又は格付機関のいずれかの格付けがトリプルＢプラス以下の銘柄を対象
に、日々の価格及び格付けの動向を確認し、理事長等に報告。

⑥ 格付機関のいずれかの格付けがトリプルＢフラット以下の水準になっ
たとき又は時価が取得価額に比べて５％以上下落したときは、運用役が
必要な対応措置を検討。更に、下落したときは、余裕金運用委員会に理
事長及び副理事長の出席を求め、同委員会で必要な対応措置を検討。

また、経済情勢の変化に適切に対応するため23年４月25日開催の余裕金運
用委員会において、より厳格なリスク抑制方策を検討し、１発行体当たりの
保有限度額の引き下げ及び１回１銘柄当たりの取得限度額の設定を行うこと
について、余裕金運用管理要領の一部変更（23年４月27日施行）を行う等、
常に見直し、改善を図っているところである。

□ なお、利益剰余金等について精査したところ、次のような運営費交付金債
務は、信用基金にはないことから欠損金等との相殺状況に該当する事項はな
かった。
① 運営費交付金以外の財源で手当てすべき欠損金と運営費交付金債務が

相殺されているもの
② 当期総利益が資産評価損等キャッシュ・フローを伴わない費用と相殺

されているもの

（23事業年度予算、収支計画及び資金計画の決算及び実績については別添のと
おり。）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第４－２ ○２ 法人運営における資金の配分状況
法人運営における資金の配分状況 Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分であった
Ｃ：取り組みは不十分であった
【事業報告】

□ 運営費交付金の交付を受けていないことから、23年度実績なし。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第５ ○ 極力有利な条件での借入れ Ａ
長期借入金の条件 Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分であった
【中期目標】 Ｃ：取り組みは不十分であった

独立行政法人農林漁業信用基金 【事業報告】
法（平成14年法律第128号）第17条 □ 23年６月及び10月に既存の長期借入金の償還及び新規借入（いずれも借入
第１項（漁業災害補償法（昭和39年 期間は４年）を行った。23年度からは借入金利について競争入札を導入し、
法律第158号）第196条の11第１項 極力有利な条件での借入れを図った。
又は林業経営基盤の強化等の促進
のための資金の融通等に関する暫
定措置法（昭和54年法律第51号）
第７条の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）の規定に基
づき、信用基金が長期借入金をす
るに当たっては、市中の金利情勢
等を考慮し、極力有利な条件での
借入れを図る。

国債利率 長プラ利率

上期 22.6.18 206百万円 0.629% 0.274% 1.60%

下期 22.10.15 393百万円 0.431% 0.190% 1.45%

上期 23.6.8 1,579百万円 0.340% 0.332% 1.55%

下期 23.10.14 2,468百万円 0.263% 0.266% 1.40%

（注）1. 国債利率は５年物、残存４年程度。

  2. 23年度の借入利率は平均借入利率。

22年度

23年度

区 分 借入時期 借入金額 借入利率
（参考）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第６ ○ 短期借入金の限度額 Ａ
短期借入金の限度額 Ａ：限度額の範囲であった

Ｃ：限度額の範囲を超えた
【中期計画】 【事業報告】

中期目標期間中の短期借入金 （農業災害補償関係業務）
は、農業災害補償関係勘定におい □ 農業共済団体に対する貸付原資とするため、23年10月に２件、11月に１件、
て1,230億円、漁業災害補償関係 計20億70百万円の短期借入れを行った。なお、この短期借入れは、中期計画
勘定において110億円を限度とす に定める限度額（1,230億円）の範囲内であった（なお、全額を年度内に償
る。 還したことから、３月末の借入残高はない）。

（想定される理由）
農業災害補償関係勘定及び漁業 （漁業災害補償関係業務）

災害補償関係勘定における一時的 □ 23年４月、東日本大震災被害に係る共済金早期支払いのため、再共済金支
に不足する貸付原資を調達するた 払資金の貸付原資として、１件、72億40百万円の短期借入れを行ったが、こ
め。 の短期借入れは、中期計画に定める限度額（110億円）の範囲内であった（な

お、全額を翌月中に償還したことから、３月末の借入残高はない）。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第７ ○ 中期計画に定めた使途に充てた結果、当該年度に得られた成果
剰余金の使途 Ａ：得られた成果は十分であった

Ｂ：得られた成果はやや不十分であった
【中期計画】 Ｃ：得られた成果は不十分であった

農林漁業金融のセーフティ・ネ ※ 当該評価を下すに至った経緯等特筆すべき事項を併せて記載する。
ット機関としての役割の向上のた 【事業報告】
め、 □ 目的積立金を積み立てていないことから、23年度実績なし。
・金融業務に精通した人材の育成
・研修

・業務運営の効率化・合理化を図
る観点からの情報システムの充
実

・コンプライアンス（法令等遵守）
への取組の充実等の内部統制機
能の強化

・債権管理強化のため連携する県
単位機関等の能力の向上

の使途に使用
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第８－１ ○１ 人員に関する指標 Ａ
人員に関する指標 Ａ：取り組みは十分であった

Ｂ：取り組みはやや不十分であった
【中期計画】 Ｃ：取り組みは不十分であった
(2) 人員に係る指標 【事業報告】

期末の常勤職員数は期初を上回 □ 業務体制、信用基金の年齢構成、退職者数及びそれを補う新規採用者数等
らないものとする。 を勘案し、検討する。
（参考１）
期初の常勤職員数
123名
期末の常勤職員数の見込み
113名

（参考２）
中期目標期間中の人件費総額見
込み
5,664百万円。
ただし、上記の額は、役員報酬

並びに職員基本給、職員諸手当及
び超過勤務手当に相当する範囲の
費用である。
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第８－２ ○２ 人材の確保及び養成 Ａ
人材の確保及び養成 【評価結果】

指標の総数：３
評価Ｓの指標数：０×３点＝ ０点
評価Ａの指標数：３×２点＝ ６点
評価Ｂの指標数：０×１点＝ ０点
評価Ｃの指標数：０×０点＝ ０点
評価Ｄの指標数：０×－１点＝ ０点

合 計 ６点
（６/６＝１００％）

【中期計画】 ◇(1) 専門性を有する人材の確保 Ａ
(3) 人材の確保及び養成に関する計 Ａ：取り組みは十分であった
画 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
① 人材の確保 Ｃ：取り組みは不十分であった

金融、保険業務等の分野にお 【事業報告】
いて高度な専門性を有する民間 □ 金融機関において資産査定等に精通し、また融資業務等の経験も有する者
企業等の人材を採用する。また、 を外部から登用している。
適切な人事管理の構築等を通じ
た魅力ある就業環境の形成によ □ 再雇用制度は国家公務員に準じて年金支給までのつなぎと整理している
り、人材の確保を行う。 が、豊富なキャリアを生かして業務のみならず、後輩職員に対する有益な助

言等をも期待される(信用基金における業務経験15年とする等の条件を設け
【年度計画】 ている。)。
(1) 人材の確保

金融、保険業務等の分野におい □ これらの人材の確保により、その専門知識を生かした配置等を行い、指導
て高度な専門性を有する人材の確 的な役割を果たしている。
保に努める。

【中期計画】 ◇(2) 専門性の育成に配慮した人事管理 Ａ
② 人材の養成 Ａ：取り組みは十分であった

個々の職員の専門性の育成に Ｂ：取り組みはやや不十分であった
配慮した人事管理を行うととも Ｃ：取り組みは不十分であった
に、職員に対する研修制度の充 【事業報告】
実等により、民間企業等から採 □ 同一ポストに長期に在籍する職員に考慮しつつ、日常の業務及び研修等に
用（交流）した人材の専門的な よる、能力向上、適性の見極めを行い、適材適所の配置を行う人事管理を実
知見を速やかに共有させ、専門 施している。
性の高い人材の早期育成を図
る。 ◇(3) 研修制度の充実 Ａ

Ａ：取り組みは十分であった
【年度計画】 Ｂ：取り組みはやや不十分であった
(2) 人材の養成 Ｃ：取り組みは不十分であった

民間金融機関からの採用者によ 【事業報告】
るＯＪＴにより、職員の専門性の □ 研修の実効性の確保、今後の研修の充実に反映させる観点から研修受講者
育成を図る。また、自主研修支援 から受講報告を提出させ、研修内容の理解度や効率的な業務運営に資する内
を行うなど研修を充実させること 容かどうか検証し、研修の効果が職員の能力の向上や業務運営の効率化等に
により専門性の高い人材育成を図 資するよう検証を行っている。
る。 この結果、業務能力やコンプライアンスに係る理解の向上が図られている。

また、実施に当たっては、内部講師等を活用し、費用の節減も考慮している。

□ 研修により職員の能力向上を図った上で、勤務実績等を踏まえ、適材適所
の人事配置に努めている。

年度 種別 内容等 対象者 受講者数

採用者研修※（1日間） 採用・出向者 5名

財務会計※（半日） 課長補佐以下 18名

業務・情報システム（半日×2回） 課長補佐以下 延べ45名

経営分析手法※（半日） 課長以下 25名

損害保険会計基礎（半日） 3名

政府関係法人会計（半日） 2名

内部監査（半日） 1名

システム監査基礎（半日） 1名

全役職員 90名

※内部講師により実施したもの

各部推薦者

23

養成

能力開発

法令遵守意識啓発研修（半日）
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評価単位ごとの評価シート
（○中項目、◇小項目）

評 価 項 目 達 成 状 況 評価

第８－３ ○３ 積立金の処分に関する事項 Ａ
積立金の処分に関する事項 Ａ：適切に処理された

【中期計画】 Ｃ：適切に処理されなかった
(1) 各勘定（農業災害補償関係勘定 【事業報告】
を除く。）の前中期目標期間繰越 □ 前中期目標期間繰越積立金を計上している農業信用保険勘定及び漁業災害
積立金は、それぞれ農業信用保険 補償関係勘定において、農業信用保険勘定では積立金の処分は行わなかった
業務、林業信用保証業務、漁業信 が、漁業災害補償関係勘定では当期純損失19百万円の補てんに充てた。
用保険業務及び漁業災害補償関係
業務に充てることとする。 □ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月7日閣議

(2) 農業災害補償関係勘定の前中期 決定）において、23年度中に国庫納付することとされた農業災害補償関係勘
目標期間繰越積立金については、 定の利益剰余金19億76百万円については、23年７月８日に国庫納付した。
独法見直し基本方針に基づき1,
976百万円を平成23年度中の可能
な限り早い時期に国庫納付すると
ともに、当該国庫納付する額を除
いた額を農業災害補償関係業務に
充てることとする。

【年度計画】
(1) 各勘定（農業災害補償関係勘定
を除く。）の前中期目標期間繰越
積立金は、それぞれ農業信用保険
業務、林業信用保証業務、漁業信
用保険業務及び漁業災害補償関係
業務に充てることとする。

(2) 農業災害補償関係勘定の前中期
目標期間繰越積立金については、
独法見直し基本方針に基づき1,
976百万円を平成23年度中の可能
な限り早い時期に国庫納付すると
ともに、当該国庫納付する額を除
いた額を農業災害補償関係業務に
充てることとする。



１．平成２３事業年度予算及び決算

 （１）収入

（単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

2,144 15,179 767 6,502 433 6,333 944 2,345 -  -  -  -  

177 108 -  -  177 108 -  -  -  -  -  -  

1,400 5,000 -  -  1,400 5,000 -  -  -  -  -  -  

10 -  -  -  10 -  -  -  -  -  -  -  

15 10 -  -  15 10 0 -  -  -  -  -  

163,425 89,556 54,087 36,144 10,378 8,795 28,063 23,163 53,789 5,606 17,109 15,848 

3 -  -  -  3 -  -  -  -  -  -  -  

1,632 1,526 682 573 347 362 537 536 65 54 1 1 

71,383 13,357 -  -  5,574 4,047 -  -  50,168 2,070 15,641 7,240 

11 15 8 7 2 3       0 5       -       -  0       -  

240,199 124,751 55,544 43,226 18,339 24,657 29,544 26,049 104,021 7,730 32,751 23,089 

 （２）支出

（単位：百万円）

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

218,349 107,933 42,100 32,763 17,344 14,804 22,297 28,572 103,938 7,359 32,669 24,435 

1,957 1,801 844 830 548 495 432 336 74 90 59 51 

直 接 業 務 費 328 314 192 244 78 43 47 25 9 2 3 1 

管 理 業 務 費 288 216 101 68 78 79 80 45 18 16 11 9 

人 件 費 1,341 1,270 551 518 392 373 305 266 47 72 45 42 

220,306 109,734 42,944 33,593 17,892 15,299 22,729 28,907 104,012 7,449 32,729 24,487 

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

合 計

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定総 計
科 目

科 目
総 計

合 計

運
営
経
費

事 業 費

一 般 管 理 費

借 入 金

そ の 他 の 収 入

受 入 事 業 交 付 金

運 用 収 入

政 府 補 給 金 受 入

政 府 出 資 金

地方公共団体出資金

民 間 出 資 金

事 業 収 入

受 託 事 業 収 入
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２．平成２３事業年度収支計画及び実績

 （１）収益

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

2,235 8,394 767 728 433 1,141 1,035 6,525 -  -  -  -  

177 108 -  -  177 108 -  -  -  -  -  -  

9,424 9,281 7,142 6,648 495 577 1,652 2,007 24 10 112 39 

3 -  -  -  3 -  -  -  -  -  -  -  

1,632 1,509 682 566 347 367 537 522 65 53 1 0 

-  1,284 -  534 -  -  -  749 -  -  -  -  

11 10 8 7 2 3 0 -  -  0 0 -  

15 -  -  -  15 -  -  -  -  -  -  -  

-  19 -  -  -  -  -  -  -  -  -  19 

-  -  -  -  444 1,453 -  -  -  31 -  -  

13,496 20,604 8,599 8,483 1,916 3,649 3,224 9,804 88 94 113 59 

 （２）費用

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

9,592 12,904 7,656 5,203 50 551 1,886 7,149 0 -  0 -  

1,932 1,762 807 731 573 523 406 361 74 90 71 57 

直 接 業 務 費 259 251 150 185 77 43 20 20 9 2 3 1 

管 理 業 務 費 265 215 86 68 75 79 77 45 16 16 11 8 

人 件 費 1,408 1,295 571 478 421 401 310 296 49 73 57 48 

85 59 51 49 10 3 20 4 3 2 0 1 

214 515 1 355 177 108 0 50 5 1 31 1 

1,106 2,946 -  -  1,106 2,464 -  482 -  -  -  -  

-  0 -  0 -  0 -  -  -  -  -  -  

-  0 -  0 -  -  -  0 -  -  -  0 

568 2,418 85 2,145   -  -  911 1,757 7 -  10 -  

13,496 20,604 8,599 8,483 1,916 3,649 3,224 9,804 88 94 113 59 

（注）収支計画は、予算ベースで作成した。

合 計

漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

経

常

費

用

一 般 管 理 費

雑 損

減 価 償 却 費

合 計

科 目
総 計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定

漁業信用保険勘定総 計

政 府 補 給 金 収 入

前中期目標期間繰越積立金取崩額

臨 時 利 益

償 却 債 権 取 立 益

農業信用保険勘定

雑 益

当 期 総 損 失

当 期 総 利 益

事 業 費

臨 時 損 失

固 定 資 産 除 却 損

引 当 金 等 繰 入

財 務 費 用

漁業災害補償関係勘定科 目 農業災害補償関係勘定

受 託 事 業 収 入

経
常
収
益

引 当 金 等 戻 入

財 務 収 益

林業信用保証勘定

政府事業交付金収入

事 業 収 入
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３．平成２３事業年度資金計画及び実績

 （１）収入

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

167,369 106,456 55,511 43,234 11,321 15,674 29,564 26,045 53,863 5,653 17,110 15,849 

77 1,089 36 0 13 697 7 385 20 7 -  -  

72,808 18,392 -  19 6,999 9,057 0 6 50,168 2,070 15,641 7,240 

106,527 150,654 34,705 53,805 33,967 42,575 32,265 45,984 5,496 6,530 96 1,760 

346,782 276,590 90,252 97,058 52,300 68,002 61,836 72,420 109,547 14,260 32,847 24,849 

 （2）支出

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

150,835 94,939 42,904 33,599 12,302 9,809 22,720 28,903 55,824 7,355 17,086 17,247 

17 8 15 5 -  0 1 5 1 0 0 0 

99,139 44,617 12,500 12,500 12,830 12,830 6,000 6,000 52,168 4,070 15,641 7,240 

96,790 137,027 34,833 50,954 27,168 45,363 33,114 37,512 1,554 2,835 120 363 

346,782 276,590 90,252 97,058 52,300 68,002 61,836 72,420 109,547 14,260 32,847 24,849 

（注）資金計画は、予算ベースで作成した。

翌 年 度 へ の 繰 越 金

合 計

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

科 目 漁業災害補償関係勘定農業信用保険勘定 林業信用保証勘定総 計

財務活動による収入

前年度からの繰越金

漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定

漁業災害補償関係勘定総 計
科 目

合 計

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定

業務活動による収入

投資活動による収入
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平成２３事業年度業務収支計画及び実績

（単位：百万円）

計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

政府事業交付金収入 2,235 8,310 767 644 433 1,141 1,035 6,525 -  -  -  -  

政 府 補 給 金 収 入 177 108 -  -  177 108 -  -  -  -  -  -  

事 業 収 入 9,281 9,251 7,035 6,629 510 577 1,600 1,996 24 10 112 39 

受 託 事 業 収 入 3 -  -  -  3 -  -  -  -  -  -  -  

引 当 金 等 戻 入 -  1,283 -  534 -  -  -  749 -  -  -  -  

合 計 11,695 18,952 7,802 7,807 1,123 1,825 2,635 9,270 24 10 112 39 

事 業 費 9,564 12,337 7,628 5,176 50 12 1,886 7,149 -  -  -  -  

財 務 費 用 213 110 -  -  177 108 -  -  5 1       31 1       

引 当 金 等 繰 入 1,106 2,946 -  -  1,106 2,464 -  482 -  -  -  -  

合 計 10,883 15,393 7,628 5,176 1,333 2,584 1,886 7,631 5 1 31 1 

813 3,559 174 2,632 △ 210 △ 759 749 1,639 19 9 81 38 

（注）業務収支計画は、予算ベースで作成した。

収
益

収 支 差

費
用

漁業災害補償関係勘定科 目
総 計 農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定
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